
取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

1 1 子ども・子育て支援 1 － －
教育・保育の「量の見込み」及び「確保
方策」

こども未来
局

幼保支援課 拡充 B 資料４に記載 B 資料４に記載

教育・保育施
設による保育
の「量」の拡
充

確保方策に基づき、
認定こども園及び保
育園による保育の
「量」の拡充を図り
ます。（確保方策：
P43参照）

地域型保育事
業による保育
の「量」の拡
充

確保方策に基づき、
地域型保育事業によ
る保育の「量」の拡
充を図ります。（確
保方策：P43参照）

2 1 子ども・子育て支援 2 － ① 放課後児童クラブ（子どもルーム）
こども未来

局
健全育成課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載

放課後児童ク
ラブ（子ども
ルーム）

保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない
小学生に対し、授業
の終了後に小学校の
余裕教室等を利用し
て適切な遊び及び生
活の場を与え、その
健全な育成を図りま
す、（確保方策：
P45参照）

3 1 子ども・子育て支援 2 － ② 延長保育事業
こども未来

局
幼保運営課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載 延長保育事業

認定こども園、保育
園等において、保育
認定を受けた子ども
に対し通常の利用時
間以外の時間に保育
を実施します。（確
保方策：P45参照）

4 1 子ども・子育て支援 2 － ③-1
一時預かり事業（幼稚園型）及び幼稚園
預かり保育

こども未来
局

幼保支援課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載
一時預かり事
業

家庭において保育を
受けることが一時的
に困難となった乳幼
児について、認定こ
ども園、幼稚園、保
育園等その他の場所
において、一時的に
預かり、必要な保護
を行います。（確保
方策：P４６）

5 1 子ども・子育て支援 2 － ③-2 一時預かり事業（幼稚園型以外）
こども未来

局
幼保運営課 拡充 B 資料５に記載 C 資料５に記載

一時預かり事
業

再掲（９）

6 1 子ども・子育て支援 2 － ④ ファミリー・サポート・センター事業
こども未来

局
幼保支援課 拡充 B 資料５に記載 C 資料５に記載

ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

乳幼児や小学生等の
児童を有する子育て
中の保護者を会員と
して、児童の預かり
等の援助を受けるこ
とを希望する者と当
該援助を行うことを
希望する者との相互
援助活動に関する連
絡、調整を行いま
す。（確保方策：
P47参照）

7 1 子ども・子育て支援 2 － ⑤ 病児保育事業
こども未来

局
幼保支援課 B 資料５に記載 C 資料５に記載 病児保育事業

病児・病後児につい
て、病院、保育施設
等に付設された専用
スペース等におい
て、看護師等が一時
的に保育等を行いま
す。（確保方策：
P47参照）

8 1 子ども・子育て支援 2 － ⑥ 地域子育て支援拠点事業
こども未来

局
幼保支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載

地域子育て支
援拠点事業

乳幼児及びその保護
者が相互の交流を行
う場所を開設し、子
育てについての相
談、情報の提供、助
言その他の援助を行
います。（確保方
策：P48参照）

9 1 子ども・子育て支援 2 － ⑦-1
利用者支援事業（子育て支援コンシェル
ジュ）

こども未来
局

幼保支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載

利用者支援事
業（子育て支
援コンシェル
ジュ）

子ども又はその保護
者の身近な場所で、
教育・保育施設や地
域の子育て支援事業
等の情報提供及び必
要に応じ相談・助言
等を行うとともに、
関係機関との連絡調
整等を実施します。
（確保方策：P48参
照）

10 1 子ども・子育て支援 2 － ⑦-2
利用者支援事業（母子健康包括支援セン
ター）

保健福祉局 健康支援課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

妊娠届出時に全妊婦
へ保健師又は助産師
による面接を実施す
るほか、妊娠・出
産・子育ての相談に
応じるとともに、保
健福祉サービス等の
情報提供を行い、関
係機関と連携を図り
ながら安心して子育
てができるよう包括
的な支援を行いま
す。（確保方策：
P49参照）

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３
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①
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資料３

11 1 子ども・子育て支援 2 － ⑧-1
子育て短期支援事業（短期入所生活援助
事業・ショートステイ）

こども未来
局

こども家庭支援課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載

子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ）

保護者の疾病等の理
由により、家庭で養
育を受けることが一
時的に困難となった
児童について、児童
養護施設等に短期入
所させ、必要な保護
を行います。（確保
方策：P４９参照）

12 1 子ども・子育て支援 2 － ⑧-2
子育て短期支援事業（夜間養護等事業・
トワイライトステイ）

こども未来
局

こども家庭支援課 拡充 B 資料５に記載 B 資料５に記載

子育て短期支
援事業（トワ
イライトステ
イ）

保護者の就労等の理
由により、夜間や休
日に家庭で養育を受
けることが一時的に
困難となった児童に
ついて、児童養護施
設等において、必要
な保護を行います。
（確保方策：P４９
参照）

13 1 子ども・子育て支援 2 － ⑨ 妊婦健康診査 保健福祉局 健康支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載 妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及
び増進を図るため、
医療機関に委託し、
妊娠中の健康診査と
して、健康状態の把
握・検査計測・保健
指導を行います。
（確保方策：P５０
参照）

14 1 子ども・子育て支援 2 － ⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 保健福祉局 健康支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載
乳児家庭全戸
訪問事業

生後４か月未満の乳
児のいる全課程に対
し、保健師や助産師
等が訪問し、健康状
態の確認、健康や子
育てに関する相談、
子育て支援に関する
情報提供を行いま
す。（確保方策：
P50参照）

15 1 子ども・子育て支援 2 － ⑪-1 養育支援訪問事業 保健福祉局 健康支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載
養育支援訪問
事業

育児不安・育児スト
レスや孤立感を抱え
る家庭や乳幼児健康
診査未受診家庭に対
し、養育支援員が家
庭訪問し、子育ての
相談に応じ、乳幼児
健康診査の受診勧奨
等を行います。（確
保方策：P５１参
照）

16 1 子ども・子育て支援 2 － ⑪-2
子どもを守る地域ネットワーク機能強化
事業

こども未来
局

こども家庭支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載

子どもを守る
地域ネット
ワーク機能強
化事業

児童虐待・DVを防
止するため、専門職
員を配置し、支援内
容・関係機関等との
連携を強化します。

要保護児童対
策及びＤＶ防
止地域協議会

児童虐待・DVを防
止するため、関係機
関・団体等が要保護
児童等の情報を共有
し、支援内容を協議
します。

子ども家庭支
援総合支援拠
点事業

子どもとその家庭及
び妊産婦等を対象
に、子ども等に関す
る相談全般からより
専門的な対応や必要
な調査、訪問等によ
り継続的なソーシャ
ルワーク業務等を行
う支援拠点を各区に
設置します。

17 1 子ども・子育て支援 2 － ⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
こども未来

局
幼保運営課
幼保支援課

B 資料５に記載 B 資料５に記載
実費徴収に対
する補足給付
を行う事業

保護者の世帯所得の
状況等を勘案して、
特定教育・保育等又
は特定子ども・子育
て支援を受けた場合
において、保護者が
支払うべき実費徴収
に係る費用等を助成
します。

18 1 子ども・子育て支援 2 － ⑬ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業
こども未来

局

幼保支援課
幼保運営課
幼保指導課

資料５に記載 資料５に記載
多様な事業者
の参入促進・
能力活用事業

認定こども園、保育
園等への民間事業者
の参入の促進に関す
る調査研究その他多
様な事業者の能力を
活用した認定こども
園、保育園等の設置
又は運営を促進しま
す。

19 1 子ども・子育て支援 3 1 ①

私立幼稚園及び民間保育園に対して認定
こども園の意義について周知すること、
認定こども園への移行を希望する事業者
からの相談に丁寧に対応すること、認定
こども園に移行する際に必要となる費用
を助成すること等により認定こども園へ
の円滑な移行を支援します。

こども未来
局

幼保支援課 B

個別の移行相談に応じた。
なお、令和６年度においては、令和７年４
月１日に認定こども園への移行できるよう
11園に対し、対応を行った。また、移行園
が実施する保護者説明会に同席し、認定こ
ども園の趣旨、利用手続、保育料等につい
て周知を行った。

令和7年4月1日時点の認定こども園数
　幼保連携型 15園（私立）
　幼稚園型　 37園（私立）
　保育所型　　2園（公立）
　保育所型　　1園（私立）
　地方裁量型　1園（私立）

B

個別の移行相談に応じた。
なお、計画期間内においては、認定こども
園への移行できるよう17園に対し、対応を
行った。また、移行園が実施する保護者説
明会に同席し、認定こども園の趣旨、利用
手続、保育料等について周知を行った。

令和7年4月1日時点の認定こども園数
　幼保連携型 15園（私立）
　幼稚園型　 37園（私立）
　保育所型　　2園（公立）
　保育所型　　1園（私立）
　地方裁量型　1園（私立）

私立幼稚園及
び民間保育園
に対する認定
こども園移行
支援

私立幼稚園及び民間
保育園に対する認定
こども園の意義につ
いて周知、認定こど
も園への移行を希望
する私立幼稚園及び
民間保育園からの相
談への丁寧な対応等
により、私立幼稚園
及び民間保育園から
認定こども園への円
滑な移行を支援す
る。

認定こども園
移行のための
施設整備・改
修補助
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20 1 子ども・子育て支援 3 2 ①

市内の認定こども園と連携し、教育・保
育の実践例・多様な保護者ニーズの把握
など、具体的な施設運営に係る調査・研
究を行い、認定こども園、幼稚園、保育
園とのノウハウの共有を図ります。

こども未来
局

幼保指導課 B

市内の認定こども園、保育園、保育所、地
域型保育事業、認可外保育施設を対象とし
た、保育内容現場研修を開催し、教育・保
育の実践例など、ノウハウの共有を図っ
た。

民間施設14か所、公立施設15か所実施 B

市内の認定こども園、保育園、保育所、地
域型保育事業、認可外保育施設を対象とし
た、保育内容現場研修を開催し（民間施設
14か所　公立施設15か所実施）、教育・
保育の実践例など、ノウハウの共有を図っ
た。

R3:なし
R4:公立15か所　民間11か所
R5:公立15か所　民間14か所
R6:公立15か所　民間12か所

認定こども園
における施設
運営に係る調
査・研究

市内の認定こども園
と連携し、教育・保
育の実践例・多様な
保護者ニーズの把握
など、具体的な施設
運営に係る調査・研
究を行い、認定こど
も園、幼稚園、保育
園とのノウハウの共
有を図ります。

21 1 子ども・子育て支援 3 3 ①

公立・民間の認定こども園における実践
例を踏まえつつ、保護者等に対する周
知・広報を行い、認定こども園の意義や
子どもにとってのメリットの浸透を図り
ます。

こども未来
局

幼保支援課 B
4月の一斉入所に向けた案内に認定こども
園の概要を記載した資料を合わせて配布し
た。

― B
4月の一斉入所に向けた案内に認定こども
園の概要を記載した資料を合わせて配布し
た。

―

認定こども園
に関する保護
者に対する普
及啓発

公立・民間の認定こ
ども園における実践
例を踏まえつつ、保
護者等に対する周
知・後方行い、認定
こども園の意義や子
どもにとってのメ
リットの浸透を図り
ます。

22 1 子ども・子育て支援 4 1 ①

「千葉市幼・保・小関連教育推進協議
会」における推進指定校を中心としたモ
デル事業の実施により、認定こども園、
幼稚園、保育園と小学校における子ども
同士の交流や、職員同士の交流を促進し
ます。

教育委員会 教育指導課 B

・千葉市幼・保・こ・小連携教育推進協議
会を年2回実施した。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定
し、近隣幼稚園・保育所等と交流活動を実
施した。

推進指定校　　　　12校
幼稚園・保育所等　26施設

B

・千葉市幼・保・こ・小連携教育推進協議
会を年2回実施した。
・推進校（小学校）を各区2校ずつ指定
し、近隣　幼稚園・保育所等と交流活動を
実施した。

推進指定校　　　　のべ 60校
幼稚園・保育所等　のべ150施設

千葉市幼・
保・小連携教
育推進協議会
の実施

推進指定校を中心と
したモデル事業の実
施により、認定こど
も園、幼稚園、保育
園と小学校における
子ども同士の交流
や、職員同士の交流
を促進します。

23 1 子ども・子育て支援 4 2 ①

幼保小連携・接続の推進として、「アプ
ローチカリキュラム」の普及を進めると
ともに、認定こども園、幼稚園、保育園
と小学校の連携・交流活動の定着化・活
性化を図るほか、職員同士の情報交換会
の開催、家庭と保護者に対する啓発・支
援を行います。また中長期的指針の策定
について検討します。

こども未来
局

幼保支援課 C

幼保こ小間の連携・交流活動の普及・定着
化として、小学校教諭と保育士との意見交
換会を実施できなかった。
家庭向け啓発リーフレットを配布した。
当該HP上で、小学校１年生保護者、小学校
２年生に対し実施したアンケート結果を公
開し、新１年生保護者に向けに情報を発信
した。

リーフレット　全年長児
B

幼保こ小間の連携・交流活動の普及・定着
化として、小学校教諭と保育士との意見交
換会を実施した。
家庭向け啓発リーフレットを配布した。
HP上で新１年生保護者に向けに情報を発信
した。

リーフレット　全年長児
幼保小連携・
接続の推進

「アプローチカリ
キュラム」の普及を
進めるとともに、認
定こども園、幼稚
園、保育園と小学校
の連携・交流活動の
定着化・活性化を図
るほか、家庭と保護
者に対する啓発・支
援を行います。ま
た、中長期的方針の
策定について検討し
ます。

情報交換会の
開催

幼児教育と小学校教
育とのつながりを強
化するとともに、幼
児教育の質の向上を
図るため、幼稚園・
保育園・認定こども
園・小学校の教職員
同士の連携強化を進
めるます。

24 1 子ども・子育て支援 5 － －

幼児教育・保育の無償化において、保護
者の利便性を向上するため、可能な限り
施設を通じて保護者への周知や申請書等
の取りまとめを行うほか、幼稚園や認可
外保育施設等については、年4回の給付
（幼稚園の入園料、保育料については、
代理受領、その他は償還払い）を実施し
ます。また、無償化の実施状況を踏ま
え、施設や保護者の事務負担軽減や利便
性向上のため、給付方法について検討し
ます。

こども未来
局

幼保運営課
幼保支援課

B

【幼保運営課】
年4回四半期ごとの償還払いを実施した。

【幼保支援課】
幼稚園に対し、年4回の代理受領を実施し
た。預かり保育等を利用した保護者に対
し、年4回償還払いを実施した。

各種決算額（単位千円）
　預かり保育（新制度移行幼稚園） 5,474
　預かり保育（認定こども園） 30,131
　認可外保育施設  56,125
　一時預かり事業  1,349

　新制度未移行幼稚園　1,705,675
　特別支援学校幼稚部　７　
　預かり保育（新制度未移行幼稚園）79,703
　病児・病後児保育事業　0
　子育て援助活動支援事業
　(ファミリ―・サポ―ト・センタ―事業）76

計 1,971,543

B

【幼保運営課】
年4回四半期ごとの償還払いを実施した。

【幼保支援課】
幼稚園に対し、年4回の代理受領を実施し
た。預かり保育等を利用した保護者に対
し、年4回償還払いを実施した。

計画期間中の各種決算額の総計（単位千円）
　預かり保育（新制度移行幼稚園） 15,110
　預かり保育（認定こども園） 110,523
　認可外保育施設  314,929
　一時預かり事業  8,604

　新制度未移行幼稚園　28,421,144
　特別支援学校幼稚部　31
　預かり保育（新制度未移行園幼稚園）　
402,388
　病児・病後児保育事業　46
　子育て援助活動支援事業
　(ファミリ―・サポ―ト・センタ―事業）
985

計　29,722,926

子育てのため
の施設等利用
給付の円滑な
実施の確保

幼児教育・保育の無
償化において、保護
者の利便性を向上す
るため、可能な限り
施設を通じて保護者
への周知や申請書類
等の取りまとめを行
うほか、幼稚園や認
可外保育施設等につ
いては、年４回の給
付（幼稚園の入園
料・保育料について
は、代理受領、その
他は償還払い）を実
施します。また、無
償化の実施状況を踏
まえ、施設や保護者
の事務負担軽減や利
便性向上のため、給
付方法について検討
します。

25 1 子ども・子育て支援 6 1 ①

公立保育所（認定こども園を含む）にお
ける職種別研修や非常勤職員に対する計
画的な研修を実施し、必要な知識や技能
の習得を促進します。

こども未来
局

幼保指導課 B
幼保指導課主催として、集合型研修とオン
ライン研修を行うなど多様な実施を行っ
た。

職種別研修７３回 B
幼保指導課主催として、集合型研修とオン
ライン研修を行うなど多様な実施を行っ
た。

R2:25回
R3:36回
R4:66回
R5:72回
R6:73階

公立保育所職
員研修事業

公立保育所（認定こ
ども園を含む）にお
ける職種別研修や非
常勤職員に対する計
画的な研修を実施
し、必要な知識や技
能の習得を促進しま
す。

26 1 子ども・子育て支援 6 1 ②
教育・保育関係団体が会員を対象として
開催する研修の実施を支援し、必要な知
識や技能の習得を促進します。

こども未来
局

幼保支援課
幼保運営課
幼保指導課

B

公益社団法人千葉市民間保育園協議会及び
公益社団法人千葉市幼稚園協会が実施する
研修に係る費用について、補助を行った。
千葉市保育協議会主催で、公立保育所・認
定こども園の他、民間保育園等も対象とし
て、必要な知識や技能取得のための研修を
行った。

千葉市幼稚園協会補助　
6,000千円
千葉市民間保育園協議会補助　3,610千円
計10回（集合研修、または動画配信）

B

公益社団法人千葉市民間保育園協議会及び
公益社団法人千葉市幼稚園協会が実施する
研修に係る費用について、補助を行った。
千葉市保育協議会主催で、公立保育所・認
定こども園の他、民間保育園等も対象とし
て、必要な知識や技能取得のための研修を
行った。

千葉市幼稚園協会補助　6,000千円
千葉市民間保育園協議会補助
R2：919千円、R3：935千円
R4：1,778千円、R5：1,720千円
R6：3,610千円

千葉市保育協
議会保育所保
育士等研修委
託事業

千葉市保育協議会に
職種別研修を委託
し、認可保育施設の
ほか、認可外保育施
設等も対象として必
要な知識や技能の習
得を促進します。

千葉市民間保
育園協議会研
修補助事業

千葉市民間保育園協
議会が会員を対象と
して開催する研修等
の実施を支援するた
めの補助金を交付
し、必要な知識や技
能の習得を促進しま
す。

千葉市幼稚園
協会研修等補
助事業

千葉市幼稚園協会が
会員を対象として開
催する研修等の実施
を支援するための補
助金を交付し、必要
な知識や技能の習得
を促進します。

3



取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値
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容
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②
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本
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策
の
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組
内
容
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③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

27 1 子ども・子育て支援 6 1 ③

施設の種別を超えた合同研修を実施し、
教育・保育の質の向上を図るとともに、
職員間の交流や知識・ノウハウの共有を
促進します。

こども未来
局

幼保支援課
幼保指導課

B

【幼保支援課】
小学校教諭と保育士と幼稚園教諭との合同
研修会の中で意見交換を行い、アドバイ
ザーによる講評を行った。

【幼保指導課】
幼保指導課主催研修や現場研修、各区アレ
ルギー研修を開催し、公立保育所・認定こ
ども園の他、民間保育園等職員を対象とし
た研修を行った。

【幼保支援課】
・合同研修会：1回

【幼保指導課】
・幼保指導課主催研修：22回
・現場研修：27か所
・各区アレルギー対応研修：6回

B

【幼保支援課】
小学校教諭による保育見学や合同研修の中
で、意見交換を行った。

【幼保指導課】
幼保指導課主催研修や現場研修、各区アレ
ルギー研修を開催し、公立保育所・認定こ
ども園の他、民間保育園等職員を対象とし
た研修を行った。

【幼保支援課】
小学校教諭による保育見学：1回
合同研修会の実施：1回

【幼保指導課】
R２：幼保指導課主催研修８回
　　　(集合＋動画)現場研修実施なし
　　 各区アレルギー対応研修1回(動画)
R３：幼保指導課主催研修16回
　　　(集合＋動画)現場研修実施なし
　　 各区アレルギー対応研修6回
R４：幼保指導課主催研修20回
　　　現場研修26回
　　 各区アレルギー対応研修6回
R５：幼保指導課主催研修22回
　　　現場研修29回
　　 各区アレルギー対応研修6回
R６：幼保指導課主催研修22回
　　　現場研修27か所
　 　各区アレルギー対応研修6回

保育園・幼稚
園等合同研修
事業

施設の種別を越えた
合同研修を実施し、
教育・保育の質の向
上を図るとともに、
職員間の交流や知
識・ノウハウの共有
を促進します。

28 1 子ども・子育て支援 6 1 ④
教育・保育人材の自己評価を通じて、資
質の向上を図ります。

こども未来
局

幼保指導課 B
公立保育所では全施設実施している。民間
園については巡回の際に確認・助言を行っ
ている。

― B
公立保育所では全施設実施している。民間
園については巡回の際に確認・助言を行っ
ている。

―
教育・保育人
材の自己評価
の実施

教育・保育人材の自
己評価を通じて、資
質の向上を図りま
す。

29 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑤

教育・保育関係団体非加盟園、地域型保
育事業、認可外保育施設等の職員に対す
る研修の機会を創出し、受講を促進しま
す。

こども未来
局

幼保指導課 B
幼保指導課主催として、集合型研修とオン
ライン研修を行うなど多様な実施を行っ
た。

職種別研修46回 B
幼保指導課主催として、集合型研修とオン
ライン研修を行うなど多様な実施を行っ
た。

－

教育・保育関
係団体非加盟
園等に対する
研修機会の創
出

教育・保育関係団体
非加盟園、地域型保
育事業、認可外保育
施設等の職員に対す
る研修の機会を創出
し、受講を促進しま
す。

30 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑥
教育・保育人材の資質向上、離職防止、
人材確保等のための拠点づくりについて
検討・実施します。

こども未来
局

幼保指導課 新規 資料２に記載 資料２に記載

教育・保育人
材の資質向上
等のための拠
点づくり

教育・保育人材の資
質向上、離職防止、
人材確保等のための
拠点づくりについて
検討・実施します。

31 1 子ども・子育て支援 6 1 ⑦
上記のほか、相互連携協定を提携した市
内の短期大学 と連携し、教育・保育人材
の資質向上策を検討します。

こども未来
局

(幼保支援課)
幼保指導課

B

相互連携協定に基づき、子育て支援員研修
（基本部分）、保育士等キャリアアップ研
修、潜在保育士・看護師再就職支援研修、
サバティカル研修を実施した。

ー B

相互連携協定に基づき、子育て支援員研修
（基本部分）、保育士等キャリアアップ研
修、潜在保育士・看護師再就職支援研修、
サバティカル研修を実施した。

ー

市内短期大学
との連携によ
る教育・保育
人材の質向上
策の検討

相互連携協定を提携
した市内短期大学と
連携し、教育・保育
人材の資質向上策を
検討・実施します。

32 1 子ども・子育て支援 6 2 ①
幼保連携型認定こども園に配置する「保
育教諭 」を確保するため、保育士資格と
幼稚園教諭免許状の併有を促進します。

こども未来
局

幼保支援課
幼保運営課

C

幼稚園免許所有者で、保育士資格を新たに
取得するための受講料助成を募集し応募が
なかったが、今後も周知・実施を継続す
る。

― B
幼稚園免許所有者で、保育士資格を新たに
取得するための受講料助成を実施した。今
後も周知・実施を継続する。

1名保育士資格を取得

保育教諭確保
のための保育
士資格取得補
助事業

幼保連携型認定こど
も園に配置する「保
育教諭」を確保する
ため、職員の保育士
資格取得を推進する
私立幼稚園に対し、
単位取得のための受
講料及び代替職員の
雇用費用を補助しま
す。

保育教諭確保
のための幼稚
園教諭免許状
取得補助事業

幼保連携型認定こど
も園に配置する「保
育教諭」を確保する
ため、職員の幼稚園
教諭免許状取得を推
進する民間保育園に
対し、単位取得のた
めの受講料及び代替
職員の雇用費用を補
助します。

33 1 子ども・子育て支援 6 2 ②
認可外保育施設の認可化にあたり、職員
の保育士資格取得を促進します。

こども未来
局

幼保運営課 B
認可外保育施設の認可化にあたり、職員の
保育士資格取得を促進した。

適宜制度の周知を実施 B
認可外保育施設の認可化にあたり、職員の
保育士資格取得を促進した。

適宜制度の周知を実施
認可外保育施
設保育士資格
取得支援事業

認可外保育施設が認
可保育園に移行する
こと等によって必要
となる保育士を確保
するため、職員の保
育士資格取得を推進
する施設に対し、単
位取得のための受講
料及び代替職員の雇
用費用を補助しま
す。

34 1 子ども・子育て支援 6 2 ③
いわゆる「潜在保育士 」等の市内の認定
こども園、保育園等への再就職支援策を
検討・実施します。

こども未来
局

幼保指導課 拡充 資料２に記載 資料２に記載

「潜在保育
士」等の市内
の認定こども
園、保育園等
への再就職支
援

「潜在保育士」等の
市内の認定こども
園、保育園等への再
就職支援策を検討・
実施します。

35 1 子ども・子育て支援 6 2 ④

県内外の幼稚園教諭・保育士養成施設の
在校生・卒業生に対するＰＲ活動を強化
し、市内の認定こども園、幼稚園、保育
園等への就職を促進します。

こども未来
局

幼保指導課 B

人事委員会と連携し、保育士養成施設に対
して出張保育士就職説明会を実施したほ
か、他団体が主催する就職セミナー等に出
席し、本市公立保育所のＰＲを行った。

県内養成校　9か所
県外養成校　1か所
養成校以外が主催する説明会への参加　3回
千葉市が主催する説明会への参加　1回
延参加人数　272人

B

人事委員会と連携し、保育士養成施設に対
して出張保育士就職説明会を実施したほ
か、他団体が主催する就職セミナー等に出
席し、本市公立保育所のＰＲを行った。

説明会等回数・参加人数
R2:7回　340人
R3:11回　383人
R4:10回　236人
R5:8回　220人
R6:13回　293人

幼稚園教諭・
保育士養成施
設に対する採
用PR

県内外の幼稚園教
諭・保育士養成施設
の在校生・卒業生に
対するPR活動を強化
し、市内の認定こど
も園、幼稚園、保育
園等への就職を促進
します。

36 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑤

市内の認定こども園、保育園等に就労
（内定含む）の保育士資格保有者、市内
の子どもルームに就労（内定含む）する
指導員について、認定こども園、保育園
等利用選考における優先度を高め、保育
現場への就労を促進します。

こども未来
局

幼保運営課 B

父母いずれかが保育士等（※）の資格を有
しており、かつ管内保育施設(認可保育所、
認定こども園、地域型保育事業、千葉市保
育ルーム認定施設、企業主導型事業所内保
育事業)で月64時間以上就労する場合」
は、選考上優先扱いとした。

※保育士、幼稚園教諭、保育教諭が対象と
なる。ただし、幼稚園教諭及び保育教諭に
ついては、千葉市の管内の認定こども園で
勤務（予定）する者に限る。

令和6年4月一斉入所　135人 B

父母いずれかが保育士等（※）の資格を有
しており、かつ管内保育施設(認可保育所、
認定こども園、地域型保育事業、千葉市保
育ルーム認定施設、企業主導型事業所内保
育事業)で月64時間以上就労する場合」
は、選考上優先扱いとした。

※保育士、幼稚園教諭、保育教諭が対象と
なる。ただし、幼稚園教諭及び保育教諭に
ついては、千葉市の管内の認定こども園で
勤務（予定）する者に限る。

令和2年4月一斉入所　110人
令和3年4月一斉入所　116人
令和4年4月一斉入所　134人
令和5年4月一斉入所　137人
令和6年4月一斉入所　135人

市内認定こど
も園、保育園
等に勤務する
保育士資格保
有者の保育園
等の優先利用

市内の認定こども
園、保育園等に就労
予定の保育士資格保
有者について、認定
こども園、保育園等
利用選考における優
先度を高め、保育現
場への就労を促進し
ます。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値
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内
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組
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③

基
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の

基本施策の取組内容③
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①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

37 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑥

「子育て支援員」制度の活用により、子
育て経験豊かな世代等を活用して、認定
こども園、保育園等に従事する人材の確
保を図ります。

こども未来
局

幼保指導課 B

・市内三短期大学により設立されたＮＰＯ
法人千葉市保育士研修センターMANABI及
び（株）ポピンズプロフェッショナルに委
託し子育て支援員研修(地域保育コースの地
域型保育及び一時預かり事業)を実施した。
・子育て支援員研修（基本研修及び専門研
修）を修了した者に対し、子育て支援員と
して修了証書を交付した。

【開催回数】
　基本研修2回、専門研修2回
　参加人数計　97人

B

・市内三短期大学により設立されたＮＰＯ
法人千葉市保育士研修センターMANABI及
び子育て支援員研修開催実績のある業者に
委託し子育て支援員研修(地域保育コースの
地域型保育及び一時預かり事業)を実施し
た。
・子育て支援員研修（基本研修及び専門研
修）を修了した者に対し、子育て支援員と
して修了証書を交付した。

【受講者数・修了者数】
R2：157人・136人
R3：157人・119人
R4：112人・76人
R5：102人・78人
R6：97人・83人

子育て支援員
による人材確
保

「子育て支援員」制
度の活用により、子
育て経験豊かな世代
等を活用して、認定
こども園、保育園等
に従事する人材の確
保を図ります。

38 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑦

認定こども園・保育園等に勤務する職員
の出産や疾病等による離職を抑制すると
ともに、当該職員が休暇を取得している
間の施設の負担を軽減するため、代替職
員の雇用を支援します。

こども未来
局

幼保運営課 B

認定こども園・保育園等に勤務する職員の
出産や疾病等による離職を抑制するととも
に、当該職員が休暇を取得している間の施
設の負担を軽減するため、代替職員の雇用
を支援した。

決算額：0千円 B

認定こども園・保育園等に勤務する職員の
出産や疾病等による離職を抑制するととも
に、当該職員が休暇を取得している間の施
設の負担を軽減するため、代替職員の雇用
を支援した。

決算額
R2：820千円
R3：802千円
R4：０千円
R5：446千円
R6：０千円

産休代替職員
補助事業

認定こども園、保育
園等に勤務する職員
の出産や疾病等によ
る離職を抑制すると
ともに、当該職員が
休暇を取得している
間の施設の負担を軽
減するため、代替職
員の雇用に係る費用
に対する補助金を交
付します。

39 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑧

保育士等宿舎借り上げ支援事業、保育士
等給与改善事業の実施による待遇改善に
より、保育士等の確保、離職防止を図り
ます。

こども未来
局

幼保運営課 B
保育士等宿舎借り上げ支援事業、保育士等
給与改善事業の実施による待遇改善によ
り、保育士等の確保、離職防止を図った。

宿舎借り上げ支援事業　286,629千円
給与改善事業　　　 11,283,498千円

B
保育士等宿舎借り上げ支援事業、保育士等
給与改善事業の実施による待遇改善によ
り、保育士等の確保、離職防止を図った。

宿舎借り上げ支援事業　
R6：286,629千円
R5：262,613千円
R4：246,581千円
R3：238,324千円
R2：216,202千円

給与改善事業
R6：11,283,498千円
R5：1,213,140千円
R4：1,134,851千円
R3：1,109,479千円
R2：1,060,341千円

保育士等宿舎
借り上げ支援
事業

保育士等の宿舎の借
上げを行う認定こど
も園、保育園等に対
し、費用の一部を助
成します。

保育士等給与
改善事業

保育士等の給与改善
を行う認定こども
園、保育園等事業者
に対し、上限の範囲
内で費用を助成しま
す。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値
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内
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②
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の

取
組
内
容
№
③

基
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の
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令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

就学資金貸付

千葉市社会福祉協議
会を通じ、指定保育
士養成施設に進学予
定・在学の方に修学
資金を貸し付けま
す。

保育補助者雇
上げ費貸付

千葉市社会福祉協議
会を通じ、保育士の
労働環境改善等に積
極的に取り組んでい
る認定こども園（幼
保連携型）、保育園
等に対し、保育補助
者の雇い上げに必要
な費用の貸付を行い
ます。

保育料一部貸
付

千葉市社会福祉協議
会を通じ、未就学児
を持つ保育士が、千
葉市内の認定こども
園、幼稚園、保育園
等に勤務する際に、
当該保育士が支払う
べき未就学児の保育
料の一部を貸し付け
ます。

就職準備金貸
付

千葉市社会福祉協議
会を通じ、保育士資
格を持つ方が千羽市
内の認定こども園、
幼稚園、保育園等に
勤務することが決定
した場合に、就職準
備金を貸し付けま
す。

41 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑩
千葉労働局・ハローワークとの「千葉市
雇用対策協定」を推進し、教育・保育人
材の確保を図ります。

こども未来
局

幼保運営課 B
千葉労働局・ハローワークとの「千葉市雇
用対策協定」を推進し、教育・保育人材の
確保を図った。

平成28年度より継続して実施 B
千葉労働局・ハローワークとの「千葉市雇
用対策協定」を推進し、教育・保育人材の
確保を図った。

平成28年度より継続して実施
協定に基づく
相互協力

千葉労働局・ハロー
ワークと「千葉市雇
用対策協定」を締結
し、教育・保育人材
の確保を図ります。

42 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑪
教育・保育人材の資質向上、離職防止、
人材確保等のための拠点づくりについて
検討します。

こども未来
局

幼保指導課 再掲 再掲

教育・保育人
材の資質向上
等のための拠
点づくり

再掲（３８）

43 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑫
上記のほか、相互連携協定を提携した市
内の短期大学と連携し、教育・保育人材
の確保策を検討します。

こども未来
局

幼保指導課 B

ＮＰＯ法人千葉市保育士研修センター
MANABI（三短期大学）との連携事業とし
て実施している特別講座の周知実施
・キャリアアップ研修の実施
・サバティカル研修の実施

サバティカル研修
　3分野各1日間の研修を実施。
　参加人数…27名

保育士等キャリアアップ研修
　実施分野…7分野
　修了者数…647人

B

ＮＰＯ法人千葉市保育士研修センター
MANABI（三短期大学）との連携事業とし
て実施している特別講座の周知実施
・キャリアアップ研修の実施
・サバティカル研修の実施

サバティカル研修
【参加人数】
R2：33人
R3:コロナにより中止
R4：31人
R5：20人
R6：27人

保育士等キャリアアップ研修
【修了者数】
R2：590人
R3：269人
R4：579人
R5：448人
R6：647人

市内短期大学
との連携によ
る教育・保育
人材の確保策
の検討

相互連携協定を締結
した市内短期大学と
連携し、教育・保育
人材の確保策を検討
します。

44 1 子ども・子育て支援 6 3 ①

認定こども園、保育園において、１・２
歳児に係る職員配置基準を国基準の６：
１から５：１に上乗せすることにより、
児童の処遇の向上を図ります。

こども未来
局

幼保運営課 B

認定こども園、保育園において、1・2歳児
に係る職員配置基準を国基準の6：1から
5：1に上乗せすることにより、児童の処遇
の向上を図った。

全園で実施 B

認定こども園、保育園において、1・2歳児
に係る職員配置基準を国基準の6：1から
5：1に上乗せすることにより、児童の処遇
の向上を図った。

全園で実施
１・２歳児に
係る職員配置
の上乗せ

認定こども園、保育
園において、１・２
歳児に係る職員配置
基準を国基準の６：
１から５：１に上乗
せし、保育士の加配
に必要な費用を助成
します。

45 1 子ども・子育て支援 6 3 ②

認定こども園、保育園等の認可等にあた
り、外部の専門家・有識者 による審査を
行い、適切な施設運営の確保を図りま
す。

こども未来
局

こども企画課
幼保支援課

B

認定こども園、保育園等の認可等にあた
り、外部の専門家・有識者で構成された千
葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会設
置認可部会において審査を行った。

設置認可部会　　9回開催
　審査件数　　　23件
　うち認可適格　23件
　　　　　　　 (競争により5件は落選)

B

認定こども園、保育園等の認可等にあた
り、外部の専門家・有識者で構成された千
葉市社会福祉審議会児童福祉専門分科会設
置認可部会において審査を行い、適切な施
設運営の確保を図った。

設置認可部会　　30回開催
　審査件数　　　85件
　うち認可適格　85件
 　　　　　　　(競争により17件は落選)

認可に当たっ
ての外部の専
門家・有識者
による審査

認定こども園、保育
園等の認可等にあた
り、外部の専門家・
有識者による附属機
関（社会福祉審議会
児童福祉専門分科会
設置認可部会）によ
る審査を行い、適切
な施設運営の確保を
図ります。

こども未来
局

幼保指導課

児童福祉法及び認可外保育施設指導監督基
準に基づき指導監査を実施するとともに、
保育の質の確保と更なる向上のため、市嘱
託職員を配置し、定期的な巡回指導を実施
した。

巡回指導　
　民間保育園・認定こども園　　468回
　認可外　　　　　　　　　　　127回
　地域型保育事業　　　　　　　332回

児童福祉法及び認可外保育施設指導監督基
準に基づき指導監査を実施するとともに、
保育の質の確保と更なる向上のため、市嘱
託職員を配置し、定期的な巡回指導を実施
した。

民間保育園・認定こども園
　R3:274回　R4:470回
　R5:668回　R6:468回
認可外
　R3:  99回　R4:136回
　R5:121回　R6:127回
地域型保育事業
　R3:334回　R4:397回
　R5:347回　R6:332回

施設に対する
定期監査

認定こども園、保育
園等に対する定期的
な監査を実施し、適
切な運営の確保を図
ります。

施設に対する
巡回指導

認定こども園、保育
園等に対する市嘱託
職員による巡回指導
を実施し、適切な運
営の確保を図りま
す。

保健福祉局 保健福祉総務課
教育・保育施設及び地域型保育事業所等の
定期監査を実施した。

実施状況　実施率　98.1％

 民間保育園 90施設（計画数90施設）
 幼保連携型認定こども園
　　　　　   7施設（計画数7施設）
 小規模保育事業所
　　　　　   28施設（計画数28施設）
 事業所内保育事業所
　　　　　    7施設（計画数7施設）
 認可外保育施設
                   30施設（計画数33施設）

教育・保育施設及び地域型保育事業所等の
定期監査を実施した。

実施状況　実施率　83.6％

 民間保育園 336施設（計画数397施設）
 幼保連携型認定こども園
                    19施設（計画数22施設）
 小規模保育事業所
                  152施設（計画数185施設）
 事業所内保育事業所
                    33施設（計画数37施設）
 認可外保育施設
                  142施設（計画数175施設）

施設に対する
定期監査

再掲（５８）

47 1 子ども・子育て支援 6 4 ①

認定こども園、保育園等における運営に
関する評価の実施を促進するとともに監
査結果の公表を実施し、適切な運営の確
保を図ります。

こども未来
局

幼保支援課
幼保指導課
幼保運営課

B

施設認可の際、整備補助を活用する事業者
の選定にあたり、第三者評価を加点項目と
し、導入の促進を図った。令和5年度か
ら、前年度の監査結果を公表することとし
ており、令和6年度は、令和5年度の監査結
果を公表した。

― B

施設認可の際、整備補助を活用する事業者
の選定にあたり、第三者評価を加点項目と
し、導入の促進を図った。令和5年度か
ら、前年度の監査結果を公表することとし
ており、令和6年度は、令和5年度の監査結
果を公表した。

―
運営に関する
自己評価の実
施

認定こども園、幼稚
園、保育園等におけ
る運営に関する自己
評価を実施し、適切
な運営の確保を図り
ます。

運営に関する
関係者評価・
第三者評価の
実施促進

認定こども園、幼稚
園、保育園等におけ
る運営に係る関係者
評価・第三者評価の
実施を促進し、適切
な運営の確保を図り
ます。

監査結果の公
表

監査結果を公表し、
適切な運営の確保を
図ります。

48 1 子ども・子育て支援 6 5 ①
民間認定こども園、保育園に国配置基準
を超えた職員配置が可能となるよう、助
成を行います。

こども未来
局

幼保運営課 B
民間認定こども園、保育園に国配置基準を
超えた職員配置が可能となるよう助成を
行った。

決算額　2,118,685千円 B
民間認定こども園、保育園に国配置基準を
超えた職員配置が可能となるよう助成を
行った。

決算額
R2：1,349,329千円
R3：1,688,712千円
R4：1,697,306千円
R5：2,019,903千円
R6：2,118,685千円

保育士等配置
基準改善事業

国の配置基準を超え
て職員配置を行った
保育施設の事業者に
対し、上限の範囲内
で費用を助成しま
す。

B

千葉市社会福祉協議会を通じ、指定保育士
養育施設に就学するための資金の貸付や幼
稚園教諭・保育士の就職準備金の貸付など

の人材確保促進策を実施した。

平成28年度より継続して実施 B

千葉市社会福祉協議会を通じ、指定保育士
養育施設に就学するための資金の貸付や幼
稚園教諭・保育士の就職準備金の貸付など

の人材確保促進策を実施した。

平成28年度より継続して実施40 1 子ども・子育て支援 6 2 ⑨

千葉市社会福祉協議会を通じ、指定保育
士養成施設に就学するための資金の貸付
や幼稚園教諭・保育士の就職準備金の貸
付などの人材確保促進策を実施します。

こども未来
局

幼保運営課

B B46 36子ども・子育て支援1
認定こども園、保育園等に対する定期的
な監査や市嘱託職員等による巡回指導を
実施し、適切な運営の確保を図ります。

③
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

49 1 子ども・子育て支援 6 5 ②
認定こども園、保育園等におけるICT化を
進めるなど、保育士等が保育にいっそう
注力できる環境を整えます。

こども未来
局

幼保運営課
幼保支援課
幼保指導課

B

●民間
保育所、幼保連携型認定こども園、地域型
保育事業所、認可外保育施設、一時預かり
事業実施施設を設置する法人に、ICT化等
に必要な経費の支援を行った。

●公立
保育業務支援システムの継続運用

●民間　決算額　17,668千円
・システム導入（認可園）29園
　17,170千円
・通訳機器導入　10園　348千円
・システム導入（認可外）1園　150千円

●公立
公立保育所等5４施設に347台のタブレット端
末を配置

B

保育所、幼保連携型認定こども園、地域型
保育事業所、認可外保育施設、一時預かり
事業実施施設を設置する法人に、ICT化等
に必要な経費の支援を行った。
●公立
保育業務支援システムの継続運用

決算額
R2：8,885千円
R3：11,529千円
R4：11,311千円
R5：5,858千円
R6：17,668千円

認定こども
園、保育園等
におけるICT
化推進事業

認定こども園、保育
園等においてICT化
を推進するなど、保
育士等が保育にいっ
そう注力できる環境
を整えます。

公立保育所へ
の保育業務支
援システムの
導入

保育現場の事務負担
を軽減することによ
り、保育の質の向上
を図るとともに、保
護者の利便向上を図
るため、CHAINS更
新に合わせて、保育
業務支援システムを
導入します。

事故防止推進
事業

午睡時の重大事項防
止のための備品の購
入に必要な費用を助
成します。

50 1 子ども・子育て支援 6 5 ③

認定こども園、保育園等における外国人
児童（保護者）やアレルギー児などに対
応するための保育補助者（通訳等）の配
置について検討・実施します。

こども未来
局

幼保指導課 新規 資料２に記載 資料２に記載

認定こども
園、保育園等
における外国
人児童・アレ
ルギー児等へ
の対応のため
の保育補助者
の配置

外国人児童（保護
者）やアレルギー児
などに対応するため
の保育補助者（通訳
等）の配置について
検討・実施します。

51 1 子ども・子育て支援 6 5 ④
良好な保育環境・労働環境を確保するた
め、老朽化した認定こども園、保育園の
改築等について検討・実施します。

こども未来
局

幼保支援課
幼保指導課

新規 資料２に記載 資料２に記載
認定こども
園、保育園の
老朽化対策

良好な保育環境・労
働環境を確保するた
め、老朽化した認定
こども園、保育園の
改修等について検
討・実施します。

1 子ども・子育て支援 6 5
園外活動における園児の安全を確保する
ため、キッズゾーンの整備や、キッズ
ガードの配置費用の助成を行います。

こども未来
局

幼保運営課 新規 資料２に記載 資料２に記載

キッズゾーン
の整備・キッ
ズガードの配
置助成

園外活動における園
児の安全を確保する
ため、キッズゾーン
の整備や、キッズ
ガードの配置費用の
助成を行います。

52 1 子ども・子育て支援 6 6 ①
指導員及び補助指導員に対する計画的な
研修を実施し、必要な知識や技能の習得
を促進します。

こども未来
局

健全育成課 B 対面での集合研修を実施した。

・「いじめの早期対応について」（R6.6実
施）参加人数134名
・「いじめ問題を考える－いじめられている児
童に寄り添った支援－」（R7.1実施）参加人
数103名

B 対面での集合研修を実施した。 5年間で７回の研修を実施
子どもルーム
指導員・補助
指導員研修

指導員及び補助指導
員に対する計画的な
研修を実施し、必要
な知識や技能の習得
を促進します。

53 1 子ども・子育て支援 6 6 ②
保育士資格や小中学校等教諭免許状の保
有者等に対する積極的な採用ＰＲを行
い、指導員の確保を図ります。

こども未来
局

健全育成課 B
退職（予定）教員及び退職（予定）保育士
の説明会時に募集案内を配布した。

それぞれ1回ずつ、合計2回 B
退職（予定）教員及び退職（予定）保育士
の説明会時に募集案内を配布した。

計10回

保育士資格・
小中学校等教
諭免許状保有
者に対する採
用ＰＲによる
子どもルーム
指導員の確保

保育士資格や小中学
校等教諭免許状の保
有者等に対する積極
的な採用PRを行い、
指導員の確保を図り
ます。

54 1 子ども・子育て支援 6 6 ③
子育て経験豊かな主婦等に対する積極的
な採用ＰＲを行い、補助指導員の確保を
図ります。

こども未来
局

健全育成課 B
運営受託事業者が求人募集サイト等での募
集を適宜実施した。

年間を通して随時募集 B
運営受託事業者が求人募集サイト等での募
集を適宜実施した。

年間を通して随時募集

主婦等に対す
る採用ＰＲに
よる子ども
ルーム補助児
童員の確保

子育て経験豊かな主
婦等に対する積極的
な採用PRを行い、補
助指導員の確保を図
ります。

55 1 子ども・子育て支援 6 6 ④

子どもルームに対する定期的な巡回指導
を行うとともに、民間クラブに対して必
要に応じて立ち入りを行うなど、適切な
運営の確保を図ります。

こども未来
局

健全育成課 B

各子どもルームの適切な運営の確保につい
て、客観的な基準に基づき評価するため千
葉市放課後児童健全育成事業指導監査要綱
を制定し、各実施事業者に対し内容の説
明・周知を行った。

民間クラブ15事業者（16ルーム） B

各子どもルームの適切な運営の確保につい
て、客観的な基準に基づき評価するため千
葉市放課後児童健全育成事業指導監査要綱
を制定し、各実施事業者に対し内容の説
明・周知を行った。

モニタリング調査として、延べ81か所の調査
実施

子どもルーム
に対する定期
巡回指導等

子どもルームに対す
る定期的な巡回指導
を行うとともに、民
間クラブに対して必
要に応じて立ち入り
を行うなど、適切な
運営の確保を図りま
す。

56 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑤

保育士、子どもルーム指導員等を父母に
もつ児童に対し、入所審査の際に加点す
ることで優遇し、保育士、指導員等の不
足への対策を図ります。

こども未来
局

健全育成課 B
父母が市内の保育所・ルーム等で保育士や
ルーム指導員として就労している場合、加
点対象として優遇している。

ル―ム指導員としての加点  　3名
保育士としての加点　　　 234名

B
父母が市内の保育所・ルーム等で保育士や
ルーム指導員として就労している場合、加
点対象として優遇している。

ル―ム指導員としての加点　43名
保育士としての加点　　 1,431名

保育士、子ど
もルーム指導
員等を父母に
持つ児童の子
どもルームへ
の入所優遇

保育士・子どもルー
ム指導員等を父母に
もつ児童に対し、入
所審査の際に加点す
ることで優遇し、保
育士、指導員等の不
足への対策を図りま
す。

57 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑥

子どもルーム指導員の処遇改善を行うこ
とにより、指導員の離職防止を図るとと
もに、新規指導員の採用を促すことで、
慢性的に不足している指導員を確保しま
す。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載
子どもルーム
指導員給与の
改善

子どもルーム指導員
の処遇改善を指導員
を確保します。

58 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑦
市内子どもルーム全体としての運営の質
の向上を図るため、民間事業者への委託
の拡大を実施します。

こども未来
局

健全育成課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
民間事業者へ
の委託拡大の
検討

市内子どもルーム全
体としての運営の質
の向上を図るため、
民間事業者への委託
の拡大を実施しま
す。

59 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑧

民間事業者による放課後児童クラブ（学
童保育）の運営に対して補助金を交付
し、各事業者による特色ある保育により
多様な利用者ニーズへ対応していきま
す。

こども未来
局

健全育成課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
民間事業者へ
の運営費等の
補助

民間事業者による放
課後児童クラブ（学
童保育）の運営に対
して補助金を交付
し、各事業者による
特色ある保育により
多様な利用者ニーズ
へ対応していきま
す。

7



取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

60 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑨

民間事業者が、より広範囲の地区や多様
なニーズの受け皿になることができるよ
う送迎補助などの多様な補助メニューを
検討・実施します。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載

送迎補助など
の多様な補助
メニューの検
討

民間事業者が、より
広範囲の地区や多様
なニーズの受け皿に
なることができるよ
う送迎補助などの多
様な補助メニューを
検討・実施します。

61 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑩
入退所管理システムの導入、学校敷地外
の子どもルームへのAEDの設置により、
利用児童の安全・安心を確保します。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載
入退所管理シ
ステムの導入

入退所管理システム
の導入により、利用
児童の安全・安心を
確保します。

学校敷地外の
子どもルーム
へのAEDの設
置

学校敷地外の子ども
ルームへのAEDの設
置により、利用児童
の安全・安心を確保
します。

62 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑪

全学年を対象とした子どもルームの整備
による高学年ルームの解消や施設改善の
ための改修などにより、保育環境の向上
を図ります。

こども未来
局

健全育成課 B 高学年ルームの施設改善7か所
改善7か所（院内小学校、登戸小学校、上の台
小学校、こてはし台小学校、泉谷小学校、扇田
小学校、海浜打瀬小学校）

B
高学年ルームの解消2か所
高学年ルームの施設改善10か所

―
子どもルーム
の環境改善

全学年を対象とした
子どもルームの整備
による高学年ルーム
の解消や施設改修な
どにより、保育環境
の向上を図ります。

63 1 子ども・子育て支援 6 6 ⑫
子どもルームを利用する児童に対して、
学習できる環境を整えるなどして、学習
機会を提供します。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載

子どもルーム
利用児童への
学習機会の提
供

子どもルームを利用
する児童に対して、
学習できる環境を整
えるなどして、学習
機会を提供します。

64 1 子ども・子育て支援 6 ６ ⑬

共働き家庭等の児童を含む希望するすべ
ての児童が放課後子ども教室の活動プロ
グラムに参加できるよう、子どもルーム
の児童が参加する共通プログラムの実施
にあたっては、放課後こども教室と子ど
もルームで連携を図ります。

教育委員会
こども未来

局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 第6章に再掲 第6章に再掲
放課後こども
教室と子ども
ルームの連携

再掲（１６４）

65 1 子ども・子育て支援 6 ６ ⑭

放課後子ども教室と子どもルームの運営
を一体的に行い、放課後に希望するすべ
ての児童を対象に「安全・安心に過ごせ
る居場所」と「学びのきっかけ」を提供
する放課後子ども教室・子どもルーム一
体型モデル事業を、アフタースクール事
業として本格実施します。

教育委員会
こども未来

局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 第6章に再掲 第6章に再掲
アフタース
クールの実施

再掲（１６５）

1 子ども・子育て支援 6 6

子どもルーム・アフタースクールにおい
て、ギガタブを活用した宿題や自主学習
に対応するためのWi-Fi環境を整備しま
す。

こども未来
局

教育委員会

健全育成課
生涯学習振興課

新規 資料２に記載 資料２に記載
学習用Wi-Fi
整備

子どもルーム・アフ
タースクールにおい
て、ギガタブを活用
した宿題や自主学習
に対応するための環
境を整備します。

66 1 子ども・子育て支援 7 1 ①

必要な職員配置等に対する支援を行い、
原則としてすべての認定こども園、保育
園等において、障害のある子どもの受入
れが可能な体制を整えるとともに、私立
幼稚園における障害のある子どもの受入
れを促進します。

こども未来
局

幼保支援課
幼保指導課

（幼保運営課）
B

【幼保支援課】
幼稚園に通う特別な支援を要する児童の教
育に対する費用について、一部補助を実施
した。

【幼保指導課】
原則として、すべての認定こども園、保育
所及び地域型保育事業所において、特別の
配慮を必要とする子どもの受入れが可能な
体制を整えた。

【幼保支援課】
補助対象人数：114人

【幼保指導課】
公立保育所・認定こども園　
　  54か所　404人
民間保育園・認定こども園・地域型
　142か所　368人

B

【幼保支援課】
幼稚園に通う特別な支援を要する児童の教
育に対する費用について、一部補助を実施
した。

【幼保指導課】
原則として、すべての認定こども園、保育
所及び地域型保育事業所において、特別の
配慮を必要とする子どもの受入れが可能な
体制を整えた。

【幼保支援課】
R5：123人
R6：114人

【幼保指導課】
R２：公立57か所312人
　　　民間施設等101か所220人
R３：公立57か所318人
　　　民間施設等97か所250人
R４：公立57か所339人
　　　民間施設等118か所241人
R５：公立55か所363人
　　　民間施設等149か所353人
R６：公立54か所404人
　　　民間施設等142か所368人

障害児保育の
実施

原則としてすべての
認定こども園、保育
園等において、障害
のある子どもの受入
れが可能な体制を整
えます。

障害児保育・
特別支援教育
補助

障害のある子どもを
受け入れる認定こど
も園・保育所等に対
し、障害児保育・特
別支援教育の実施に
必要な職員加配に係
る経費に対する補助
金を交付します。

市立幼稚園特
別支援教育事
業補助

障害のある子どもの
就園機械の拡大と保
護者負担の軽減を図
るため、私立幼稚園
が実施する特別支援
教育事業に対し、補
助金を交付します。

67 1 子ども・子育て支援 7 1 ②

千葉市保育園・認定こども園における医
療的ケア実施ガイドラインを活用するほ
か、居宅訪問型保育の実施を検討するな
ど、認定こども園、保育園等における医
療的ケアが必要な障害のある子どもの受
入れを促進します。

こども未来
局

幼保指導課 拡充 資料２に記載 資料２に記載

認定こども
園、保育園等
における医療
的ケアが必要
な障害のある
子どもへの対
応

千葉市保育園・認定
こども園における医
療的ケア実施ガイド
ラインを活用するほ
か、居宅訪問型保育
の実施を検討するな
ど、認定こども園、
保育園等における医
療的ケアが必要な障
害のある子どもの受
入体制を整備し、医
療的ケアが必要な障
害のある子どもの受
入れを促進します。

68 1 子ども・子育て支援 7 2 ①
原則として、すべての放課後児童クラブ
において、障害のある子どもの受入れが
可能な体制を整えます。

こども未来
局

健全育成課 B
障害児の受入を実施し、必要に応じて補助
指導員等の加配を行った。

障害児受入人数  193人(R6.4.1時点)
※加配職員数　55人(R6.4.1時点）

B
障害児の受入を実施し、必要に応じて補助
指導員等の加配を行った。

延べ1,234人の受け入れを実施

放課後児童ク
ラブにおける
障害のある子
どもの受入れ

原則として、すべて
の子どもルームにお
いて、障害のある子
どもの受入れが可能
な体制を整えます。

69 1 子ども・子育て支援 7 3 ①

すべての認定こども園、幼稚園、保育園
等が参加可能な研修を実施するととも
に、関係団体における研修の実施を支援
し、障害児保育・特別支援教育に関する
専門知識の習得や技能の向上を図りま
す。

こども未来
局

幼保支援課
幼保指導課

B
すべての認定こども園、保育園等が参加可
能な研修会を開催し、集合研修を実施し
た。

障害児保育研修　4回 B
すべての認定こども園、保育園等が参加可
能な研修会を開催し、集合研修を実施し
た。

R2：1回
R3：3回
R4：3回
R5：4回
R6：4回

障害児保育・
特別支援教育
に関する研修

認定こども園、幼稚
園、保育園等が参加
可能な研修を実施
し、専門知識の習得
や技能の向上を図り
ます。

70 1 子ども・子育て支援 7 4 ①

障害児保育・特別支援教育を実施する認
定こども園、幼稚園、保育園等を市嘱託
職員が巡回し、障害のある子どもの経過
観察、職員への助言・指導等を行いま
す。

こども未来
局

幼保指導課 B
障害児児童が在籍する保育所・保育園等に
巡回に行き、助言・指導などを実施した。

公立保育所・認定こども園　：144回
民間保育園・認定こども園等：304回

B
障害児児童が在籍する保育所・保育園等に
巡回に行き、助言・指導などを実施した。

R２：公立  93回　民間施設等177回
R３：公立  82回　民間施設等167回
R４：公立132回　民間施設等301回
R５：公立144回　民間施設等295回
R６：公立144回　民間施設等304回

障害児保育等
に係る巡回相
談

障害児保育・特別支
援教育を実施する認
定こども園、保育園
等を市嘱託職員が巡
回し、障害のある子
どもの経過観察、職
員への助言・指導等
を行います。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

71 1 子ども・子育て支援 7 4 ②

専門知識を有する相談員が認定こども
園、幼稚園、保育園等を巡回し、施設職
員や保護者等に対し、発達障害の疑いの
ある児童の早期発見・早期対応のための
助言等を行います。

保健福祉局 障害者自立支援課 再掲 再掲
発達障害等に
関する巡回相
談員整備事業

再掲（２３４）

72 1 子ども・子育て支援 7 ５ ①

認定こども園、保育園等における外国人
児童（保護者）やアレルギー児などに対
応するための保育補助者（通訳等）の配
置について検討・実施します。

こども未来
局

幼保指導課 新規 再掲 再掲

認定こども
園、保育園等
における外国
人児童・アレ
ルギー児等へ
の対応のため
の俳句補助者
の配置

再掲（６６）

73 1 子ども・子育て支援 7 ５ ②

子どもルームにおける外国人児童（保護
者）との円滑なコミュニケーションを図
るため、必要に応じて印刷物の翻訳や通
訳等の対応を検討します。

こども未来
局

健全育成課 B

運営事業者からの要望がなかったことから
翻訳機の導入はしなかった。事業者によっ
ては、翻訳アプリを使用する等必要に応じ
て対応が図られている。

－ B

運営事業者からの要望がなかったことから
翻訳機の導入はしなかった。事業者によっ
ては、翻訳アプリを使用する等必要に応じ
て対応が図られている。

－

子どもルーム
における外国
人児童（保護
者）への対応

子どもルームにおけ
る外国人児童（保護
者）との円滑なコ
ミュニケーションを
図るため、必要に応
じて印刷物の翻訳や
通訳等の対応を検討
します。

74 1 子ども・子育て支援 7 ５ ③

多言語による各種情報の提供や日本語学
習支援、生活相談等を行い、外国人市民
が安心・安全に暮らすために必要な支援
を充実させます。

市民局 国際交流課 B

●91 外国人市民向けに作成した、日常生
活に必要な情報をまとめた冊子「千葉市生
活ガイド」を区役所窓口等に配架した。
●92 外国人市民の社会参加に必要な日本
語学習の場を提供するほか、通訳・翻訳ボ
ランティアの協力の下、行政手続きや子育
て、教育等の分野において外国人市民への
円滑な意思疎通や正確な情報伝達の支援を
行った。
●93 外国人市民に対し、言語や習慣の違
いから生じる日常生活の問題を解決するた
めの窓口を設け、相談の受付及び情報提供
を行った。

●91 配布冊数　2,810冊（英語、中国語、ス
ペイン語、ベトナム語の総数）　
●92 通訳・翻訳件数　子育て：99件、教
育：65件
●93 相談件数　出産・育児：37件、教育：
68件

B

●91 外国人市民向けに作成した、日常生
活に必要な情報をまとめた冊子「千葉市生
活ガイド」を区役所窓口等に配架した。
●92 外国人市民の社会参加に必要な日本
語学習の場を提供するほか、通訳・翻訳ボ
ランティアの協力の下、行政手続きや子育
て、教育等の分野において外国人市民への
円滑な意思疎通や正確な情報伝達の支援を
行った。
●93 外国人市民に対し、言語や習慣の違
いから生じる日常生活の問題を解決するた
めの窓口を設け、相談の受付及び情報提供
を行った。

●91　転入外国人向け案内冊子の発行を継続
して発行した。
5年間で8,682部
●92  保健師・介護士の資格を持つボラン
ティアを活用し、子育てについて相談できる
イベント「外国人のお父さんお母さんのため
のおしゃべりサークル」を開催した。
外国人参加者
R2-4年度の3年間で、外国人市民の参加20
人
●92　通訳・翻訳ボランティアにより、保育
所や学校での支援を行った。
R5-6年度の2年間で、子育て129件、教育
108件
●93 　国際交流協会において、継続して相
談受付や情報提供を行った。
5年間で、出産・育児207件、教育312件

転入外国人向
け案内冊子の
発行

生活に役立つ情報や
各種手続きに関する
記事を掲載した転入
外国辞意向け案内冊
子（やさしい日本
語）を発行し、本市
HPの「やさしい日本
語」ページに連動し
ます。

日本語学習支
援

外国人市民が地域社
会の構成員として社
会参加できるよう、
日常生活を営む上で
必要となる日本語の
学習機会を確保しま
す。

国際交流プラ
ザでの生活相
談

言語や習慣の違いか
ら生じる外国人市民
の日常生活の悩み等
について、窓口及び
電話等で対応しま
す。

75 1 子ども・子育て支援 8 １ ①

市民や家庭を対象とした講座やセミナー
を開催するほか、啓発冊子の活用等によ
り、ワーク・ライフ・バランスについて
幅広く普及・啓発を図ります。

市民局 男女共同参画課 B

講演会及び男女共同参画センターでの講座
の開催や、啓発冊子の活用により、ワー
ク・ライフ・バランスについての意識・啓
発を行った。

●生活と仕事の両立支援講座Ⅰ「育休からの復
職準備講座」受講者数16人

B

講演会及び男女共同参画センターでの講座
の開催や、啓発冊子の活用により、ワー
ク・ライフ・バランスについての意識・啓
発を行った。

（令和２年度実績）
・仕事応援ゼミⅠ「段取り力が決め手！効率が
上がると仕事が面白い」
　受講者数　１１人
（令和3年度実績）
●しごと応援ゼミⅠ「オンラインで学ぶ、ビジ
ネスコミュニケーション術」　受講者数　11人
●しごと応援ゼミⅡ「どう向き合う？仕事のス
トレス」　受講者数　16人
●しごと応援ゼミⅢ「仕事の効率をアップした
い！タイムマネジメントのコツとは」　受講者
数　9人
（令和4年度実績）
●しごと応援ゼミⅠ「仕事も生活も整う！働く
女性のメリハリ仕事管理術」受講者数8人
●しごと応援ゼミ2「働くわたしたちが働き続
けるために知っておきたい働くためのル―ル」
受講者数5人
●キャリア支援セミナ―「仕事と育児 私らしく
両立するために～これからのライフ＆キャリア
プラン」受講者数10人
（令和5年度実績）
●仕事応援ゼミ「働く女性が知っておきたいこ
と～育児・介護制度と支援編～」受講者数14人
●キャリア支援セミナー「育休からの復職準備
講座」受講者数15人
（令和6年度実績）（
●生活と仕事の両立支援講座Ⅰ「育休からの復
職準備講座」受講者数16人

ワーク・ライ
フ・バランス
に係る普及啓
発

市民や家庭を対象と
した講座やセミナー
を開催するほか、啓
発冊子の活用等によ
り、ワーク・ライ
フ・バランスについ
て幅広く普及・啓発
を図ります。

76 1 子ども・子育て支援 8 ２ ①

男性が育児休業を取得しやすい職場環境
づくりの気運を高めるため、特に育児休
業の取得が困難とされる中小企業におけ
る育児休業の取得を促進します。

こども未来
局

幼保支援課 A

中小企業の内、市内に事業所を持つ事業主
と市内在住の男性労働者に対し、10日間以
上の育児休業取得に際し、助成金を支給し
た。

支給件数　30件 A

男性が育児休業を取得しやすい職場環境づ
くりの気運を高めるため、特に育児休業の
取得が困難とされる中小企業における育児
休業の取得を促進します。

R2：6件
R3：7件
R4：18件
R5：23件
R6：30件

男性の育児休
業取得促進奨
励金

男性の育児休業を促
進するため、育児休
業を取得した市内の
中小企業に勤務する
男性と雇用主に奨励
金を支給します。

77 1 子ども・子育て支援 8 ２ ②

男性の子育てを支援するため、他団体等
とも連携し、男性の家事・育児に関する
講座や、「イクメン」を応援するイベン
トを開催します。また、インターネット
も活用し、育児に関わる父親同士のネッ
トワークづくりを促進します。

こども未来
局

幼保支援課 B

男性の子育てを支援するため、他団体等と
も連携し、男性の育児やパートナーとの関
わりに関する講座を開催した。また、ＳＮ
Ｓを活用し、育児に関わる父親同士のネッ
トワークづくりを促進した。

●プレパパママ講座
　12回開催　280人参加（実開催8回、オン
ライン開催4回）
●パパスク―ル（オンライン開催）
　4回開催　延30人、実人数9人
●イクメン応援イベント
　子育て支援館　参加者34人

B

男性が育児休業を取得しやすい職場環境づ
くりの気運を高めるため、特に育児休業の
取得が困難とされる中小企業における育児
休業の取得を促進します。

プレパパママ講座、パパスクール、育面応援
イベント参加者数（人）
R2: 245
R3: 313
R4: 366
R5: 354
R6: 344

男性の子育て
支援事業

男性の子育て支援を
促進するため、他の
団体等とも連携し、
男性の家事、育児に
関する講座、イクメ
ンイベント等を開催
します。また、イン
ターネットを活用
し、育児にかかわる
父親同士のネット
ワークづくりを促進
します。

78 1 子ども・子育て支援 8 ２ ③

妊娠・出産・育児に関する男性に向けた
啓発冊子を作成し、男性が早くから父親
としての自覚を持ち、母親の出産後、積
極的に育児に関わることができるよう支
援します。

こども未来
局

幼保支援課 B
イクメンハンドブックを製作し、母子手帳
と一緒に配付した。

製作部数　7,600部 B

男性が早くから父親としての意識を持ち、
出産後育児に積極的に関わることができる
ようイクメンハンドブックを作成し、配布
した。

R2：10,000部発行
R3：8,000部発行
R4：8,000部発行
R5：7,600部発行
R6：7,600部発行回

イクメンハン
ドブック

男性が早くから父親
としての意識を持
ち、出産後育児に積
極的にかかわること
ができるよう啓発冊
子を作成します。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

保健福祉局 健康支援課 再掲 再掲
土日開催の両
親学級

再掲（１０８）

こども未来
局

幼保支援課
リラックス館等で、男性向けの子育て支援
講座を実施した。

男性向け講座等364回開催
（男性参加者数792人）

リラックス館等で、男性向けの子育て支援
講座を実施した。

R2:126回開催　男性参加者280人
R3:165回開催　男性参加者507人
R4:213回開催　男性参加者639人
R5:216回開催　男性参加者712人
R6:369回開催　男性参加者804人

子育て支援拠
点施設におけ
る父親の子育
て支援

子育てリラックス館
等において、父親の
子育て支援を促進す
る講座やイベントな
どを実施します。

市民局 男女共同参画課
男女共同参画センターにおいて、男性の子
育て支援に関する講座を開催した。

●生活と仕事の両立支援講座Ⅱ「男性のための
育休中の過ごし方」受講者数11人
●家庭生活における参画講座Ⅲ「おしえて太郎
先生！親子のふれあい＆父子遊びの楽しみ方」
受講者数18人

男女共同参画センターにおいて、男性の子
育て支援に関する講座を開催した。

（令和２年度実績）
・男性のためのアンガーマネジメント講座
「職場や家庭でのより良い人間関係のため
に」
　受講者数　５人
・子育て応援講座もっと一緒にパパ力全開講
座Ⅰ～Ⅳ（中止）（令和3年度実績）
子育て応援プログラム「もっと一緒に！父子
で体を動かそう」　受講者数　6人
（令和4年度実績）
●子育て応援プログラムⅠ「もっと一緒に！
パパ力全開講座」受講者数6人
●子育て応援プログラムⅡ「もっと一緒に！
パパ力全開講座」受講者数4人
●子育て応援プログラムⅢ「もっと一緒に！
パパ力全開講座」受講者数5人（令和5年度実
績）
●「もっと一緒に！パパ力全開講座」2回開
催、受講者数10人
（令和6年度実績）（
●生活と仕事の両立支援講座Ⅱ「男性のため
の育休中の過ごし方」受講者数11人
●家庭生活における参画講座Ⅲ「おしえて太
郎先生！親子のふれあい＆父子遊びの楽しみ
方」受講者数18人

男性の子育て
支援に関する
講座の開催

男女共同参画セン
ターにおいて、男性
の子育て支援に関す
る講座を開催しま
す。

80 1 子ども・子育て支援 8 3 ①
「確保方策」に基づき、教育・保育や放
課後児童クラブの「量」の拡充を図り、
子育てと仕事の両立を支援します。

こども未来
局

健全育成課 B 資料５に記載 B 資料５に記載
放課後児童ク
ラブ（子ども
ルーム）

再掲（７）

81 1 子ども・子育て支援 8 3 ②

保護者が育児休業を希望通りに取得した
上で、職場に復帰する際に円滑に保育を
利用することができるよう、特に、０～
２歳児の保育の受け皿の拡充を図りま
す。

こども未来
局

幼保支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載

教育・保育施
設による保育
の「量」の拡
充

再掲（１）
地域型保育事
業による
「量」の拡充

再掲（２）

82 1 子ども・子育て支援 8 3 ③

働き方の多様化に伴うさまざまな保育需
要に対応するため、延長保育、休日・夜
間保育のほか、一時預かり、病児・病後
児保育などの充実を図り、子育てと仕事
の両立を支援します。

こども未来
局

幼保運営課 拡充 資料２に記載 資料２に記載 休日保育事業

就労形態の多様化に
伴う日曜・祝日、年
末の保育需要に対応
するため、認定こど
も園、保育園等で休
日の保育を実施しま
す。

夜間保育事業

就労形態の多様化に
伴う夜間の保育需要
に対応するため、認
定こども園、保育園
等で夜間の保育を実
施します。

83 1 子ども・子育て支援 8 3 ④

保育の開始を生後57日目に前倒しして子
どもを預かる「産休明け保育」を実施
し、産休明けに早期に職場復帰する必要
がある母親の子育てと仕事の両立を支援
します。

こども未来
局

幼保指導課 B
乳児保育を実施する全ての保育園で実施し
た。

実施箇所数
　公立保育所　　　　　　52か所
　公立認定こども園　  　　2か所
　民間保育園　　　 　　175か所
　民間認定こども園　      12か所

B
乳児保育を実施する全ての保育園で実施し
た。

－
産休明け保育
事業

保育の開始を生後５
７日目に前倒しして
子どもを預かる「産
休明け保育」を実施
し、産休明けに早期
に職場復帰する必要
がある母親の子育て
と仕事の両立を支援
します。

1 子ども・子育て支援 9 1

こどもが健やかに成長できるまちにする
ため、市の責務や保護者や地域住民等の
努力のほか、こどもの権利をはじめとす
るこども施策の基本となる事項等を定め
る「（仮称）こども基本条例」を制定し
ます。

こども未来
局

こども企画課 新規 資料２に記載 資料２に記載
こども基本条
例の制定

こどもが健やかに成
長できるまちにする
ため、市の責務や保
護者や地域住民等の
努力のほか、こども
の権利をはじめとす
るこども施策の基本
となる事項等を定め
る「（仮称）こども
基本条例」を制定し
ます。

84 2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 1 ①
妊娠をしたら、早期に妊娠届を提出し、
母子健康手帳の交付を受けるよう普及啓
発を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B
妊娠をしたら、早期に妊娠届を提出するよ
う、産院にリーフレットを配布し、普及啓
発を図った。

リ―フレット配布施設数 46か所 B
妊娠をしたら、早期に妊娠届を提出するよ
う、産院にリーフレットを配布し、普及啓
発を図った。

リ―フレット配布施設数
　R2：48か所、R３：49か所、R４：48か
所、R５：46か所、R６：46か所）

母子健康手帳
に関する啓発

市内産婦人科医療機
関及び助産所へ母子
健康手帳の早期交付
と妊婦健康診査の受
診勧奨に関するリー
フレットを送付し、
医療機関や助産所を
通じ妊婦へ配付する
ほか、市ホームペー
ジにおいても啓発を
行います。

B B

これから父親・母親になる方を対象とし
て、お産や母乳についての講義や行政
サービスの紹介のほか、妊娠中から産後
の母親の心と体の変化に合わせた父親の
サポート等、子育てを協力して行うこと
について講義を行い、父親の育児への積
極的な関わりを支援します。

④２8子ども・子育て支援179
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

85 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 １ ②

母子健康手帳の交付時の面接等を通し
て、妊婦健康診査及び妊産婦歯科健診の
重要性の普及啓発と受診の勧奨を行いま
す。

保健福祉局 健康支援課 B
母子健康手帳の交付時の面接等を通して、
妊婦健康診査及び妊産婦歯科健診の重要性
の普及啓発と受診の勧奨を行った。

母子健康手帳交付件数　　　  5,735件
妊婦健康診査延受診者数　　67,249人

B

母子健康包括支援相談員による母子健康手
帳交付時には、全数面接をを行うことがで
きた。また、乳幼児健康診査等でも、ほと
んどの親子に直接会うことができており、
子育てに不安を抱えている家庭がないか状
況把握に努め、必要に応じた支援に繋げる
ことができた。

母子健康手帳交付件数　
R2:6,373件 R3:6,280件 
R4:6,023件 R5:5,850件 
R6:5,735件 

４か月児健康診査受診者　
R2:5,839人　R3 :5765人　R4:5,947人　
R5:5,642人　R6:5,510人

１歳６か月児健康診査受診者　R2:6,413人　
R3:6,100人　R4:6,422人　R5:6,062人　
R6:6,049人

３歳児健康診査受診者　
R2:6,644人   R3:6,667人
R4:6,800人   R5:6,521人
R6:6,191人

母子健康手帳
の交付・面接

母子健康包括支援セ
ンターにおいて、保
健師又は助産師が妊
娠中の身体状況や家
庭の状況を伺い、
個々の状況に応じた
応援プランを策定し
た上で、母子健康手
帳を交付します。

妊婦健康診査 再掲（１７）
妊産婦歯科健
診

妊娠中、出産後にな
りやすいむし歯や歯
周疾患の予防と早期
発見のため、医療機
関に委託し歯科検診
を実施します。健診
時には、乳幼児の口
腔ケアについて説明
し普及啓発も行いま
す。

86 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 １ ③

これから母親・父親になる方を対象に、
妊娠・出産・子育てに関する講座や情報
提供を行う教室を開催し、正しい知識の
普及啓発を図ります。

保健福祉局 健康支援課 B

これから母親・父親になる方を対象に、妊
娠・出産・子育てに関する講座や情報提供
を行う教室を開催し、妊娠・出産に係る正
しい知識の普及啓発を図った。

母親＆父親学級の実施回
　47コース　112回
土日開催の両親学級　18回

B

これから母親・父親になる方を対象に、妊
娠・出産・子育てに関する講座や情報提供
を行う教室を開催し、妊娠・出産に係る正
しい知識の普及啓発を図った。

母親＆父親学級の実施回数
R2  29コース80回
R3  44コース88回
R4  49コ―ス120回
R5  46コース　119回
R6  47コース　112回

土日開催の両親学級
R2  15回
R3  16回
R4  16回
R5  18回
R6  18回

母親＆父親学
級

これから母親・父親
になる方を対象に保
健師・管理栄養士・
歯科衛生士・助産師
が、保険、お産の準
備、子育て、父親の
役割などをわかりや
すく指導します。

土日開催の両
親学級

これから母親・父親
になる方を対象に助
産師が、お産や母乳
についての講義や行
政サービスの紹介の
ほか、妊娠中から産
後の母親の心と体の
変化に合わせた父親
のサポート等、子育
てを協力して行うこ
とについて講義を行
い、父親の育児への
積極的な関わりを支
援します。

新生児・妊産
婦訪問指導

助産婦及び新生児
（生後２８日未満の
乳児）のいる家庭を
助産師・保健師が訪
問し、健康状態の確
認や必要な保健指
導、健康や子育てに
関する相談等を行い
ます。

乳児家庭全戸
訪問事業

再掲（１８） 育児相談

乳幼児が心身ともに
健やかに発育し、保
護者の育児不安や悩
みを軽減することを
目的に、保健師・管
理栄養士・歯科衛生
士が相談を実施しま
す。

養育支援訪問
事業

再掲（１９） 産後ケア事業

育児等に不安があ
り、家族等からの支
援が受けられない母
子を対象に、訪問や
医療機関・助産所へ
の宿泊を通じて助産
師による心身のケア
や育児指導を行いま
す。

88 2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ２ ②

妊娠届出時に全妊婦に対し、保健師又は
助産師による面接を行い、個々の状況に
応じた応援プランを策定します。また、
随時妊娠・出産・子育てに関する相談に
応じます。

保健福祉局 健康支援課 再掲 再掲

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

再掲（１４）

89 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 2 ③
産前・産後の育児不安や負担の軽減を図
り、安心して育児ができる支援体制の充
実を図ります。

保健福祉局
こども未来

局

健康支援課
幼保支援課

拡充 資料２に記載 資料２に記載 産後ケア事業 再掲（１１１）

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

再掲（１４）
エンゼルヘル
パー派遣事業

妊娠中、出産後１年
未満で昼間、他に家
事や育児をする人い
ない世帯に、委託業
者からヘルパーを派
遣し、家事及び育児
に関するサービスを
提供します。

保健福祉局 健康支援課
妊娠届出や乳幼児健康診査や育児相談等を
通じて、養育支援を必要とする家庭の早期
発見・早期支援に努めた。

母子健康手帳交付件数：5,735件
養育支援訪問件数：1,474件

妊娠届出や乳幼児健康診査や育児相談等を
通じて、養育支援を必要とする家庭の早期
発見・早期支援に努めた。

母子健康手帳交付件数　
　R2:6,373件    R3:6,280件
　R4:6,023件   R5:5,850件
　R6:5,735件
養育支援訪問件数
　R2:1,446件    R3:1,708件
　R4:1,800件   R5:1,760件
　R6:1,474件

母子健康手帳
の交付・面接

再掲（１０５）
養育支援訪問
事業

再掲（１９）

こども未来
局

こども家庭支援課
幼保支援課

妊娠中、出産後１年未満で昼間、他に家事
や育児をする人いない世帯に、委託業者か
らヘルパーを派遣し、家事及び育児に関す
るサービスを提供した。

エンゼルヘルパー派遣事業
R6　4,018回

妊娠中、出産後１年未満で昼間、他に家事
や育児をする人いない世帯に、委託業者か
らヘルパーを派遣し、家事及び育児に関す
るサービスを提供した。

R2　2,487回
R3　3,730回
R4　4,341回
R5　4,368回
R6　4,018回

エンゼルヘル
パー派遣事業

再掲（１１２）
産前・産後母
子支援事業

出産後の養育につい
て、出産前において
支援を行うことが特
に必要と認められる
妊婦や、妊婦健診を
受けずに出産に至っ
た妊婦など（以下
「特定妊婦等」とい
う。）への支援の強
化に向けて、産科医
療機関や母子生活支
援施設等において、
特定妊婦等への支援
を提供します。

新生児・妊産
婦訪問指導

再掲（１０９）
乳児家庭全戸
訪問事業

再掲（１８）
養育支援訪問
事業

再掲（１９）

子育て支援連絡会議：各区1回
子育てに係る関係機関連携体制を強化し、

母子保健事業の充実を図った。

子育て支援連絡会議：
  R2:0回(コロナ禍のため）

　R3:書面開催４回
　R4:４回（書面開催１回）

　R5:６回
　R6:６回

B２ ⑤
子育てに係る関係機関連携体制を強化
し、母子保健事業の充実を図ります。

保健福祉局 健康支援課

B

子育てに係る関係機関連携体制を強化し、
母子保健事業の充実を図った。

87 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ２ ①
訪問指導や各種相談事業を通して妊娠期
からのメンタルヘルスケアの充実を図り

ます。
保健福祉局 健康支援課 B

訪問指導や各種相談事業を通して妊娠期か
らのメンタルヘルスケアの充実を図った。

新生児・妊産婦訪問指導員による訪問
　新生児延問件数　　2,989件
　妊産婦延訪問件数　2,888件

乳幼児に関する育児相談
　706回　2,505人

B
訪問指導や各種相談事業を通して妊娠期か
らのメンタルヘルスケアの充実を図った。

新生児・妊産婦訪問指導員による訪問
新生児延問件数、妊産婦延訪問件数　

R2  3,101件、3,013件
R3  2,943件、2,869件
R4  2,826件、2,729件
R5  2,944件、2,874件
R6  2,989件、2,888件

乳幼児に関する育児相談
R2  227回　1,583人
R3  631回　1,910人
R4  624回　1,839人
R5  655回　2,040人
R6  706回　2,505人

B B1
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

290

91 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1

養育支援を必要とする家庭の早期発見と
早期支援体制の充実を図ります。

④２
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

乳幼児健康診
査

４か月・１歳６か
月・３歳児健康診査
等を実施し、選定性
の疾患、運動機能、
視聴覚等の障害、発
達の遅れ等の早期発
見・早期療育を促す
とともに、育児不安
を持つ保護者に対す
る援助をを行い、育
児支援を図ります。

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

再掲（１４） 産後ケア事業 再掲（１１１）

こども未来
局

幼保支援課 再掲 再掲

利用者支援事
業（子育て支
援コンシェル
ジュ）

再掲（１３）

2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ２
産後うつ早期発見のため、EPDS(産後う
つ質問票）を実施した産婦健康診査費用
について助成します。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料２に記載 資料２に記載 産婦健康診査

EPDS(産後うつ質問
票）を実施した産婦
健康診査について
5000円を助成しま
す。2回/人

2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ２

妊娠届出時や出生後の訪問等で面接を行
い、安心して妊娠出産を過ごすことが出
来るよう支援するとともに、妊婦及び児
を養育している方に経済的支援を行いま
す。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料２に記載 資料２に記載
出産・子育て
応援プラン事
業

妊娠から出産・子育
てまで切れ目のない
支援を行うとともに
経済的支援を行いま
す。
妊娠後期面接を強化
します。

92 2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ３ ①
乳幼児健康診査の受診率の維持・向上に
努め、未受診者に対する支援の充実を図
ります。

保健福祉局 健康支援課 B
乳幼児健康診査の未受診者に対し、訪問等
により受診勧奨を行うとともに必要に応じ
て情報提供や育児支援をを行った。

4か月児健診受診率：96.5％
1歳6か月児健診受診率：95.9%
3歳児健診受診率：95.0％
健診未受診者訪問件数：326件

B
乳幼児健康診査の未受診者に対し、訪問等
により受診勧奨を行うとともに必要に応じ
て情報提供や育児支援をを行った。

R2～R６の各健診受診率の平均
4か月児健診：94.8％
1歳6か月児健診：95.5%
3歳児健診：94.7％

養育支援訪問
事業

再掲（１９）
乳幼児健康診
査

再掲（１１４）

93 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ３ ②
子育てに関する正しい知識の普及と子育
てに悩む親のための相談体制の充実を図
ります。

保健福祉局 健康支援課 B
子育てに関する正しい知識の普及と子育て
に悩む親のための相談体制の充実を図っ
た。

育児相談：回数及び相談者数
　　　　　　　438回　1,891人
離乳食教室：回数及び受講者数
　　　　　　　　50回　857人

B
子育てに関する正しい知識の普及と子育て
に悩む親のための相談体制の充実を図っ
た。

離乳食教室：回数及び受講者数
　R2:26回,421人、R3:50回,666人
　R４50回,886人、R5:50回,952人
　R6:50回,857人
育児相談：回数及び相談者数　
　R2:277回,1,583人、
   R3:631回,1,910人
　R４624回,1,839人、
   R5:655回,2,040人
　R6:438回,1,891人

育児相談 再掲（１１０） 離乳食教室

望ましい食習慣の形
成に向けた準備や乳
児の租しゃく力を獲
得するため、発達に
応じた調理形態や食
品の選択等につい
て、管理栄養士が支
援します。

2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1 ３
弱視早期発見のため、3歳児健康診査対象
の3歳児全員にスポットビジョンスクリー
ナーを使用し、屈折検査を行います。

保健福祉局 健康支援課 新規 資料２に記載 資料２に記載
乳幼児健康診
査（屈折検
査）

3歳児健康診査にて3
歳児全員に屈折検査
を行います。

保健福祉局 健康支援課
子どもにかかる医療費の助成を行い、負担
の軽減を図った。

未熟児養育医療費の給付延件数 467件
自立支援医療（育成医療）の給付延件数 106
件
小児慢性特定疾病医療費の給付延件数8,943
件

子どもにかかる医療費の助成を行い、負担
の軽減を図った。

未熟児養育医療費の給付延件数 R2:459件　
R3:484件　R4:473件　R5:476件　
R6:467件
自立支援医療（育成医療）の給付延件数 
R2:171件　R3:159件　R4:125件　
R5:90件　R6:106件
小児慢性特定疾病医療費の給付延件数
R2:9,500件　R3:10,057件　R4:9,779件　
R5:9,812件　R6:8,943件

未熟児養育医
療費の助成

身体の発育が未熟な
まま出生し、入院治
療を必要とする児に
対し、その治療に必
要な医療費（保険診
療の患者負担分）の
一部または全額を助
成します。

育成医療費の
助成

身体に障害がある
か、また現にある疾
患に対する治療を行
わないと将来一定の
障害を残すと認めら
れる18歳未満の児に
対し、手術などの治
療により、障害の除
去・軽減ができると
認められる場合に、
その治療に必要な医
療費（保険診療の患
者負担分）の一部ま
たは全額を助成しま
す。

小児慢性特定
疾病医療費の
助成

子どもの慢性疾病の
うち、その治療が長
期にわたる特定の疾
病にかかっている18
歳未満の子どもの治
療に必要な医療費
（保険診療の患者負
担分）の一部または
全額を助成します。

こども未来
局

こども家庭支援課
高校3年生相当年齢までの通院・調剤・入
院に係る医療費の一部または全部を助成し
た。

助成件数　1,788,155件
助成金額　3,475,851千円

高校3年生相当年齢までの通院・調剤・入
院に係る医療費の一部または全部を助成し
た。

R2～R6
助成件数　7,146,224件
助成金額　13,311,621千円

子ども医療費
助成

子どもが病気やけが
などにより、健康保
険を使って受診した
場合に、医療費の自
己負担分の全部又は
一部を助成します。

子育て支援総
合コーディ
ネート事業

「子育て支援館」に
子育てコーディネー
ターを配置し、各種
子育てサービスの情
報収集、インター
ネット等を活用した
情報提供を行いま
す。また、子育てに
関する相談を受け、
サービスの提供に必
要な援助や関係機関
との連絡調整を行い
ます。

子育てナビ

ウェブサイトと子育
て情報誌を連動させ
た、利用者視点での
子育て支援情報の発
信を行います。

赤ちゃんの駅

乳幼児連れの親子
が、安心して外出で
きる環境づくりを進
めるため、授乳やお
むつ替えができる、
公共施設や民間施設
を「赤ちゃんの駅」
として登録し、ウェ
ブサイトにおいて、
施設の情報提供を図
ります。

利用者支援事
業（子育て支
援コンシェル
ジュ）

再掲（１３）

利用者支援事
業（母子健康
包括支援セン
ター）

再掲（１４）

子育て支援連絡会議：各区1回
子育てに係る関係機関連携体制を強化し、

母子保健事業の充実を図った。

子育て支援連絡会議：
  R2:0回(コロナ禍のため）

　R3:書面開催４回
　R4:４回（書面開催１回）

　R5:６回
　R6:６回

B

95 2 妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

3 － ①
保育・子育てサービスの情報提供の充実

を図ります。
こども未来

局
こども企画課
幼保支援課

B

【こども企画課】
ウェブサイトと子育て情報誌を連動させ

た、利用者視点での子育て支援情報の発信
を行った。また、乳幼児連れの親子が、安
心して外出できる環境づくりを進めるた

め、授乳やおむつ替えができる、公共施設
や民間施設を「赤ちゃんの駅」として登録

し、施設の情報提供を図った。

【幼保支援課】
各区こども家庭課に、子育て支援サービス
全般の利用に関する情報提供等を行う専門
の相談員である「子育て支援コンシェル

ジュ」を配置し、保育・子育てサービスの
情報提供を行った。

・情報誌「子育てナビ」年1回発行
・「赤ちゃんの駅」登録1か所増

・子育て支援コンシェルジュ相談件数
　10,007件

【こども企画課】
ウェブサイトと子育て情報誌を連動させ

た、利用者視点での子育て支援情報の発信
を行った。また、乳幼児連れの親子が、安
心して外出できる環境づくりを進めるた

め、授乳やおむつ替えができる、公共施設
や民間施設を「赤ちゃんの駅」として登録

し、施設の情報提供を図った。

【幼保支援課】
各区こども家庭課に、子育て支援サービス
全般の利用に関する情報提供等を行う専門
の相談員である「子育て支援コンシェル

ジュ」を配置し、保育・子育てサービスの
情報提供を行った。

・情報誌「子育てナビ」年1回発行
・「赤ちゃんの駅」13か所増

・子育て支援コンシェルジュ相談件数
　R2　10,420件
　R3　11,047件
　R4　10,405件
　R5　10,374件
　R6　10,007件

B

２ ⑤
子育てに係る関係機関連携体制を強化
し、母子保健事業の充実を図ります。

保健福祉局 健康支援課

B

子育てに係る関係機関連携体制を強化し、
母子保健事業の充実を図った。

B B94 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

2

91 2
妊娠・出産・子育てま
での切れ目のない支援

1

－ ①
子どもにかかる医療費の助成を行い、負
担の軽減を図ります。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

96 3
こどもの社会参画の推
進

1 １ ①

子どもが主体となって、企画・運営する
“まち”の開催を支援します。参加する
子どもが、疑似社会体験や“まち”の市
長選挙を通して、社会の仕組みや社会参
画を学んでいきます。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
こどものまち
ＣＢＴ

子どもが主体となっ
て、規格・運営す
る”まち”の開催を
支援します。参加す
る子どもが、疑似社
会体験や”まち”の
市長選挙を通して、
社会の仕組みや社会
参画を学んでいきま
す。

97 3
こどもの社会参画の推
進

1 2 ①

市内在住の小学校と特別支援学校の５・
６年生児童を対象に、市政に対する提言
を幅広く募り、議会形式で、市長等との
意見交換を行います。

教育委員会 教育指導課 B

令和６年度の子ども議会は、学習会を4回
実施した。４回の学習会すべてを対面で行
うことができた。第2回では、市政担当者
にも集まっていただき、市政について理解
を深めた。4回の学習会すべてを参集で行
い、従来の開催方法に戻すことができた。

開催回数１回

参加人数　
小学生子ども議会議員　　44人
中学生ファシリテ―ター　9人

B

新型コロナウイルス感染防止対策として、
中止になったり、オンラインで学習を行っ
たりする年度があったが、工夫しながら実
施していくことができた。

平成27年度から令和６年度までの開催内容の
累計
開催回数　９回
参加人数　
小学生子ども議会議員　　403人
中学生ファシリテ―ター　113人

子ども議会

市内在住の小学校と
特別支援学校の５・
６年生児童を対象
に、市政に対する提
言を幅広く募り、議
会形式で、市長等と
の意見交換を行いま
す。

98 3 こどもの社会参画の推
進

1 2 ②
子どもを取り巻く様々な課題について、
子ども、市民、専門家、行政がともに考
え、市への提言をまとめます。

こども未来
局

こども企画課 B

こどもが、自分たちを取り巻く身近な課題
などについて深く考え、意見を交換するこ
とで、自分の住むまちや社会に対する考え
を深めること、また、こどもの意見を市政
やまちづくりに活かすことを目的として、
2つのテーマでワークショップを実施した
ほか、「こども・若者フォーラム」におい
て広く市民に向けて成果発表を行った。

開催回数延べ18回
参加人数延べ215人

B

こどもが、自分たちを取り巻く身近な課題
などについて深く考え、意見を交換するこ
とで、自分の住むまちや社会に対する考え
を深めること、また、こどもの意見を市政
やまちづくりに活かすことを目的として、
年間2テーマずつ、ワークショップを実施
したほか、「こども・若者フォーラム」に
おいて広く市民に向けて成果発表を行っ
た。

開催回数延べ102回
参加人数延べ1,341人

こども・若者
の力ワーク
ショップ

子どもが、自分たち
を取り巻く身近な課
題などについて深く
考え、意見を交換す
ることで、自分の住
むまちや社会に対す
る考えを深めるこ
と、また、子どもの
意見を市政やまちづ
くりに活かすことを
目定期として実施し
ます。

99 3 こどもの社会参画の推
進

1 2 ③

「こども・若者宣言」を指針とし、地域
課題の解決策と市の魅力向上について、
子ども・若者目線で検討していきます。
さらに、産学官連携により多世代交流と
実行力の向上を図り、まちづくりを推進
します。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
こども・若者
市役所

「こども・若者宣
言」を指針とし、地
域課題の解決策と市
の魅力向上につい
て、子ども・若者目
線で検討していきま
す。さらに、産官学
連携により多世代交
流と密航力の向上を
図り、まちづくりを
推進します。

3 こどもの社会参画の推
進

1 3
こどもの社会参画を推進するため、小・
中・中等教育学校（前期課程）での出張
授業及び助言を行います。

こども未来
局

こども企画課 新規 資料２に記載 資料２に記載
小・中学校等
への出張授業
等の実施

こどもの社会参画を
推進するため、小・
中・中等教育学校
（前期課程）への出
張授業及び助言を行
います。

100 3 こどもの社会参画の推
進

2 1 ①

こどもの参画事業の参加者による取組み
事例の発表及び市長、有識者、参加者の
意見交換を公開で行うことで、取組みの
充実と参加者の育成を図るとともに、事
業のいっそうの周知・啓発を図ります。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
こども・若者
フォーラム

こどもの参画事業の
参加者による取組み
事例の発表及び市
長、有識者、参加者
の意見交換を公開で
行うことで、取組み
の充実と参加者の育
成を図るとともに、
事業のいっそうの周
知・啓発を図りま
す。

101 3 こどもの社会参画の推
進

2 1 ②
子どもから大人までの幅広い世代に対し
て、「こどもの参画」に関する情報を発
信し、気運の醸成に取り組みます。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
多世代へのこ
どもの参画の
啓発

子どもから大人まで
の幅広い世代に対し
て、「こどもの参
画」に関する情報を
発信し、気運の醸成
に取り組みます。

102 3 こどもの社会参画の推
進

2 ２ ①

本市におけるこどもの参画を円滑に推進
するために、こどもの参画の実施例を共
有し、こどもの参画の理念と目的を理解
するための研修等を実施するとともに、
助言や連携した取組みを通じて、庁内の
理解を深めます。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
こどもの参画
の意識向上

本市におけるこども
の参画を円滑に推進
するために、こども
の参画の実施例を共
有し、こどもの参画
の理念と目的を理解
するための研修等を
実施するとともに、
助言や連携した取組
みを通じて、庁内の
理解を深めます。

103 3
こどもの社会参画の推
進

2 ２ ②

こどもの参画の取組状況を自己評価する
「こどもの参画チェックシート」の活用
により、主体的なこどもの参画推進を図
ります。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
こどもの参画
事業の推進

こどもの参画の取組
状況自己評価する
「こどもの参画
チェックシート」の
活用により、主体的
なこどもの参画推進
を図ります。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

104 4
子ども・若者の健全育
成

1 1 ①

子どもが基本的な生活習慣を身に付け、
規範意識や自立心を高める上で重要な役
割を担う家庭の教育力を向上させるた
め、保護者に対し子ども・若者の健全育
成に関する啓発を行います。

こども未来
局

健全育成課 B

８月に書面開催にて確認・報告を行い、委
員から意見を聴取した。　
１　確認事項
（１）会長・副会長の選任について
（２）千葉市青少年問題協議会健全育成功
労者表彰について
２　報告事項
（１）「（次期）千葉市こどもプラン」の
策定について
（２）青少年の日フェスタについて　
（３）「家庭教育応援します～親ナビ～」
について　

青少年問題協議会健全育成功労者表彰式は
対面で実施した。

青少年問題協議会健全育成功労者表彰式　１回
B

新型コロナウイルス感染症の影響により、
協議会を開催できなかった時期もあった
が、委員の意見を聴取しながら事業を行っ
た。
引き続き、協議会自体の在り方についても
検討をしていく。

協議会開催回数　２回
青少年問題協議会健全育成功労者表彰式　５
回

家庭教育資料
作成事業

再掲（１５９）
青少年問題協
議会

青少年の指導・育
成・保護及び矯正に
関し、重要事項の調
査審議や、関係機関
相互の連絡調整を行
い、青少年の健全育
成を推進します。

こども未来
局

健全育成課

・各青少年育成委員会及び青少年相談員連
絡協議会において、家庭・地域・学校が協
力して青少年健全育成に取り組んだ。
・９月第3土曜日（青少年の日）に青少年
の日フェスタを開催。青少年の健全育成に
取り組む家庭・地域・学校・行政関係者が
一堂に介し青少年のコミュニケーション力
向上、居場所づくりを促進するとともに、
市民に対して意識醸成を図った。

・青少年育成委員会53中学校区において実
施。委員は2年毎（R4-R5）に約4,000人を
委嘱。市内中学校区を主な活動区域としてい
る。
・千葉市青少年相談員連絡協議会において実
施。相談員は3年毎に委嘱。第21期（R4-R
６）の定数は510人。行政区と中学校区を主
な活動区域としている。
・青少年の日フェスタを開催し、延べ3,957
人が来場

・各青少年育成委員会及び青少年相談員連
絡協議会について、コロナ禍においては活
動の縮小を余儀なくされたが、５類移行後
は以前の活動に戻ってきている。
・R2,3年度はコロナ禍により青少年の日
フェスタ中止となったが、マスクスマイル
コンテストなどの代替事業を実施すること
で新たな形による事業目的の達成を果たし
た。R4年度以降は、青少年の日フェスタ開
催により、青少年の健全育成に取り組む家
庭・地域・学校・行政関係者が一堂に介す
ことで事業目的の達成を果たした。

・青少年の日ミニフォーラム１回開催(R2)、
マスクスマイルコンテスト１回開催(R3)、青
少年の日フェスタ3回開催(R4～6)、合計参
加人数延べ10,335人

青少年育成委
員会活動事業

市が委嘱した青少年
育成委員が、青少年
問題に対する共通の
理解を深め、地域に
おける青少年育成関
係機関・団体の相互
の連絡調整を図りな
がら地域ぐるみで青
少年の健全育成活動
を総合的に推進しま
す。

青少年相談員
活動事業

市と県が委嘱した青
少年相談員が、青少
年育成活動の積極的
な推進を図るため、
青少年とともに喜
び、ともに語り、よ
き相談相手となるこ
とを目的とした活動
をします。

「青少年の
日」「家庭・
地域の日」関
連事業

毎年9月第3土曜日を
「青少年の日」、毎
月第3土曜日及び翌
日曜日を「家庭・地
域の日」、毎年9月
第3土曜日から1週間
を「青少年の日」つ
ながりウィークと定
め、青少年と家庭、
地域、学校がつなが
りを持つための様々
な活動を実施しま
す。

教育委員会 学事課

新規校10校に開設の目的・意義を説明し、
学校支援地域本部を設置　消耗品や通信費
の配付
地域コーディネーター研修会実施。72名参
加。

令和6年度新規10校を加え85校（小学校55
校・中学校30校）で実施。それぞれの本部85
名の地域コ―ディネ―タ―を中心に地域教育協
議会を開催。

新規校10校に開設の目的・意義を説明し、
学校支援地域本部を設置　消耗品や通信費
の配付
地域コーディネーター研修会実施。R6:72
名、R5:57名、R4;33名　参加。

計画通り、新規10校を加え85校（小学校55
校・中学校30校）設置。それぞれの本部85
名の地域コ―ディネ―タ―を中心に地域教育
協議会を開催した。

学校支援地域
本部事業

授業の補助、環境整
備、登下校時の見守
り活動などについ
て、地域住民がボラ
ンティアとして学校
をサポートします。

106 4
子ども・若者の健全育
成

1 1 ③
地域の青少年育成団体等が実施する様々
な体験活動や世代間・異年齢間交流など
の青少年健全育成事業を支援します。

こども未来
局

健全育成課 B

各青少年育成委員会及び青少年相談員連絡
協議会において、家庭・地域・学校が協力
して青少年健全育成に取り組んだ。新型コ
ロナウイルス感染症の影響で縮小や中止さ
れていた事業が概ね再開した。

・青少年育成委員会53中学校区において実
施。委員は2年毎（R6-R7）に約4,000人を
委嘱。市内中学校区を主な活動区域としてい
る。
・千葉市青少年相談員連絡協議会において実
施。相談員は3年毎に委嘱。第21期（R4-
R6）の定数は510人。行政区と中学校区を主
な活動区域としている。

B

各青少年育成委員会及び青少年相談員連絡
協議会において、家庭・地域・学校が協力
して青少年健全育成に取り組んだ。新型コ
ロナウイルス感染症の影響で事業の縮小や
中止を余儀なくされる団体もあったが、令
和５年以降は、徐々に活動を再開した。

・青少年育成委員会53中学校区において実
施。委員は2年毎に約4,000人を委嘱。市内
中学校区を主な活動区域としている。
・千葉市青少年相談員連絡協議会において実
施。相談員は3年毎に委嘱。第21期（R4-
R6）の定数は510人。行政区と中学校区を
主な活動区域としている。

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）
青少年育成団
体等の支援事
業

青少年育成団体等
が、青少年の健全育
成のために行う活動
を支援します。

107 4
子ども・若者の健全育
成

1 1 ④

20歳を迎えた若者に改めて大人としての
自覚を促し、旧友と語らい、郷土「千葉
市」への関心を高めるような「二十歳の
つどい」を、地域、学校等と連携して実
施します。

こども未来
局

健全育成課 B
令和７年「千葉市二十歳のつどい」を雑踏
対策のため、2部制で開催した。

参加人数
　千葉市二十歳のつどい　　6,568人

B
新型コロナウイルス感染症の影響により令
和３年は中止となったが、令和４年以降は
複数部制により開催した。

延べ参加人数(R4～7年 ※R3は中止）
　千葉市二十歳のつどい　25,052人

二十歳のつど
い

20歳を迎えた若者に
改めて大人としての
自覚を促し、旧友と
語らい、郷土「千葉
市」への関心を深め
る機会とします。

こども未来
局

健全育成課
見直
し

資料２に記載 資料２に記載
少年自然の家
運営事業

子どもが生活体験、
自然体験、共同宿泊
体験等の教育的体験
活動を行うための場
を提供します。

教育委員会
南部青少年セン

ター

●青少年及び一般を対象とした、各種講座
を開催した。
●当センター利用団体のホールでの成果発
表会等を開催した。
【評価の理由】
「ゆめチャレンジ」は前年度より出演団体
が減少したが、地元「蘇我中学校演劇部」
の参加により、前年度とほぼ同じ来館者数
となった。アンケートのほとんど（95%)
が「有意義であった」「楽しかった」とい
う感想が寄せられており、大きな成果を上
げることができた。

●ときめきサタデー（サマーチャレンジ、学習
支援、子育て支援を含む）
開催講座数：13講座、受講者数：200人、延
受講者数：266人
●わくわくカレッジ（舞台照明・音響講座を含
む）
開催講座数：10講座、受講者数：122人、延
受講者数：172人
●ゆめチャレンジ
　成果発表会に参加した団体：10団体、参加
者数：658人

●青少年及び一般を対象とした、各種講座
を開催した。
●当センター利用団体のホールでの成果発
表会等を開催した。
【評価の理由】
令和２年・３年度は新型コロナウィルス感
染症拡大のため、講座の一部及び当セン
ター利用団体により成果発表会を中止し
た。
令和４年度より各種講座及び当センター利
用団体による成果発表会を予定どおり開催
することができた。

講座の実施
令和2年 9講座　受講者数67人、延受講者
113人
令和3年 13講座 受講者数245人、延受講者
362人
令和4年 27講座 受講者数285人、延受講者
399人
令和5年 27講座 受講者数321人、延受講者
408人
令和6年 23講座 受講者数322人、延受講者
438人
ゆめチャレンジ
令和2～3年　中止
令和4年 出演団体8、参加者数497人
令和5年 出演団体13,参加者数661人
令和6年 出演団体10,参加者数658人

ときめきサタ
ディ

小・中学生と親子を
対象とした講座を開
催し、体験活動を通
じて子どもの健全育
成と異年齢交流を図
ります。

わくわくカ
レッジ

青少年（16歳以上）
や一般市民を対象と
した講座を開催し、
生活文化の向上を図
るとともに、異世代
交流を通じて仲間づ
くりを支援します。

ゆめチャレン
ジ

夢を持ってチャレン
ジを続けている青少
年（団体・個人）の
活動を支援するた
め、その成果発表の
場を設けます。

109 4
子ども・若者の健全育
成

2 1 ①
相談活動（来所相談・電話相談・訪問相
談）を行うことにより、非行の未然防止
を図ります。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

B
相談活動（来所相談・電話相談・訪問相
談）を行うことにより、非行の未然防止を
図った。

来所相談　227件
電話相談　749件
訪問相談　292件

B
相談活動（来所相談・電話相談・訪問相
談）を行うことにより、非行の未然防止を
図った。

R2～R6の合計
来所相談　　773件
電話相談　2,420件
訪問相談　1,030件

相談活動事業

児童生徒・少年・保
護者・学校などを対
象に、来所や電話に
よる相談活動を行い
ます。また、来所で
きない青少年やその
保護者等に対する訪
問相談を実施しま
す。

110 4
子ども・若者の健全育
成

2 1 ②
学校・警察・地域の青少年育成団体等と
の連携を強化し、青少年の問題行動や非
行の早期発見に努めます。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

B

広報誌「フェアウェイ」の発行、また、学
警連・小連会・中連会・高補連等を開催
し、児童生徒の安全指導、生徒指導の充実
を支援した。

広報誌　８回発行
学警連　常任委員会　　２回開催
　　　　五署別委員会　各２回開催
小連会　２回開催
中連会　４回開催
高補連　５回開催

B

広報誌「フェアウェイ」の発行、また、学
警連・小連会・中連会・高補連等を開催
し、児童生徒の安全指導、生徒指導の充実
を支援した。

毎年以下の内容を計画している
広報誌　８回発行
学警連　常任委員会　　２回開催
　　　　五署別委員会　各２回開催
小連会　２回開催
中連会　４回開催
高補連　５回開催

広報・啓発活
動

地域等で活動する青
少年育成団体や学校
が実施する非行防止
に関する研修会や防
犯訓練等に講師を派
遣します。また、広
報誌やホームページ
などによる情報発信
を行います。

関係機関との
連携

学校、警察、千葉市
青少年補導員連絡協
議会等、関係機関、
団体、近隣他市との
協力を強化して、子
ども・若者を支援し
ます。

111 4
子ども・若者の健全育
成

2 １ ③
地域等で活動する青少年育成団体や学校
等が実施する非行防止に関する研修会や
防犯訓練等に講師を派遣します。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

再掲 再掲
広報・啓発活
動

再掲（１４３）

A

B B

B108 4
子ども・若者の健全育
成

1 1 ⑤
地域の青少年育成団体や家庭、学校等に
対し、自然体験活動や生活体験活動等を
行うための場を提供します。

1 ②
地域の青少年育成団体や学校等が積極的
に連携し、子どもと家庭・地域・学校の
つながりを強化します。

105 4
子ども・若者の健全育
成

1
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

112 4
子ども・若者の健全育
成

2 2 ①

青少年補導員が青少年育成委員会や青少
年育成関係者と連携して、地域ぐるみで
街頭補導等を実施し、青少年の非行防止
に努めます。

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
B

補導活動（所員補導・中心街補導・地域補
導）を実施した。

実施回数　　　　2,152回
従事者（延べ）　4,511人
補導少年数　　　　273人

B
補導活動（所員補導・中心街補導・地域補
導）を実施した。

R2～R6の合計
実施回数　　　　11,218回
従事者（延べ）　23,752人
補導少年数　　　　2,370人

補導活動事業
街頭補導を実施し、
青少年の非行防止に
努めます。

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）

113 4
子ども・若者の健全育
成

2 2 ②

千葉市立小・中・高・特別支援学校・中
等教育学校の児童・生徒を対象にネット
パトロールを実施し、問題行動の早期発
見や非行防止に努めます。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

拡充 資料２に記載 資料２に記載
ネットパト
ロール事業

ネットパトロールを
実施し、千葉市立
小・中・高・特別支
援学校・中東教育学
校の児童・生徒を対
象に問題行動の早期
発見や非行防止に努
めます。

15



取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
再掲 再掲

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２） 補導活動事業 再掲（１４５）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）

区役所 地域づくり支援課
ボランティアで防犯ウォーキングを実施す
る区民に対して、ウォーキング時に着用す
る物品を貸与した。

【中央区】
新規登録者数　40人
登録者合計　2,783人
【花見川区】
新規登録者数　65人
登録者数合計　3,301人
【稲毛区】
新規登録者数　21人
登録者合計　2,776人
【若葉区】
新規登録者数　13人
登録者合計　2,6３0人
【緑区】
新規登録者数　10人
登録者合計　1,711人
【美浜区】
新規登録者数　42人
登録者数合計　3,104人

ボランティアで防犯ウォーキングを実施す
る区民に対して、ウォーキング時に着用す
る物品を貸与した。

【中央区】
新規登録者数　177人 
登録者合計　2,783人
【花見川区】
新規登録者数　436人
登録者数合計　3,301人
【稲毛】
新規登録者数　346人
登録者合計　2,776人
【若葉区】
新規登録者数　178人
登録者合計　2,630人
【緑区】
新規登録者数　　205人
登録者合計　1,711人
【美浜区】
新規登録者数　236人
登録者数合計　3,104人

防犯ウォーキ
ング

ジョギングや散歩等
を兼ねて、パトロー
ルを実施すること
で、地域の犯罪の抑
止及び防犯の強化を
図ります。ボラン
ティアには帽子等の
物品を貸与します。

市民局 地域安全課
地域安全課職員が業務で外出する機会を活
用して、青色回転灯を装着した公用車で防
犯パトロールを実施した。

外出時に適宜実施
地域安全課職員が業務で外出する機会を活
用して、青色回転灯を装着した公用車で防
犯パトロールを実施した。

外出時に適宜実施
青色防犯パト
ロール

青色回転灯装着公用
車19台による防犯パ
トロールを実施し、
空き巣やひったくり
などの犯罪を抑止す
るとともに、通学時
における子どもの安
全を図ります。

青色防犯パト
ロール実施団
体へのドライ
ブレコーダー
配付

青色回転灯を装着し
た自動車による防犯
パトロールを行う自
主防犯団体に対し、
ドライブレコーダー
一式を配布すること
で、地域内の犯罪抑
止効果を高めます。

教育委員会 学事課

管理職対象講演会の開催
スクールガード・アドバイザーの委嘱
セーフティウォッチャー活動状況のとりま
とめ

学校セ―フティウォッチャ―
　登録者数　27,475人（R６年度3月末）
セ―フティウォッチャ―への周知を目的とし、
市内全管理職対象講習会の開催（2回140人参
加）
スク―ルガ―ド・アドバイザ―配置　11人

管理職対象講演会の開催
スクールガード・アドバイザーの委嘱
セーフティウォッチャー活動状況のとりま
とめ

学校セ―フティウォッチャ―
　登録者数　27,475人（R６年度3月末）
セ―フティウォッチャ―への周知を目的と
し、市内全管理職対象講習会の開催（毎年度
2回・140人参加）
スク―ルガ―ド・アドバイザ―配置　R6:11
人　R5:13人　R4:13人

学校セーフ
ティウォッチ
事業

児童生徒の登下校時
における見守り等、
暗線確保を目的とし
た地域住民・保護者
等のボランティア活
動への支援を行うと
ともに、各学校への
防犯用品等の配布を
行います。

115 5
子ども・若者の安全の
確保

1 1 ②

青少年非行の誘因となっている有害環境
を調査・点検し、警察署や青少年育成委
員会、青少年補導員、青少年相談員等が
連携して有害環境の浄化に努めます。

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
B

社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオケ
ボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書店等）
199件

B
社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

R2～R6の合計
調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオケ
ボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書店
等）989件

環境浄化活動

青少年非行の誘因と
なっている有害環境
を調査、点検し、実
態を把握するととも
に、民間補導員等と
連携して環境浄化に
関する活動を実施し
ます。

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）

116 5
子ども・若者の安全の
確保

1 1 ③

県青少年健全育成条例に基づく立入調査
事務により、コンビニ、書店、カラオケ
ボックス、携帯電話販売店等の条例の遵
守状況を確認し、注意・勧告を行いま
す。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

B
社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオケ
ボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書店等）
199件

B
社会環境実態調査及び千葉県健全育成条例
に基づく立入調査を実施した。

R2～R6の合計
調査・聞き取り店舗数（コンビニ、カラオケ
ボックス、携帯電話販売店、雑貨店、書店
等）989件

立入調査事業

青少年健全育成条例
に基づく立入調査事
務権限に基づき、市
内の図書等取扱店、
青少年深夜入場禁止
施設、携帯電話等販
売店に対し、条例の
遵守を図ります。

117 5
子ども・若者の安全の
確保

1 2 ①

青少年育成委員会が主体となって、子ど
もの緊急避難場所として家庭や店舗など
を「こども１１０番のいえ」として登録
し、子どもの安全を守ります。また、学
校・保護者を通じて、子どもに対し「こ
ども１１０番のいえ」の周知を図りま
す。

こども未来
局

健全育成課 B

地域の見守り活動を実施し、登下校時の子
どもの安全確保に努めた。
「こども110番のいえ」の登録を促し、家
庭や子どもたちに対し周知を進めた。

登録件数　8,272件
B

地域ぐるみで防犯に取り組む姿勢を示し、
登下校時の子どもの安全確保に努めた。ま
た、犯罪等の抑止力としての機能もあるた
め、「こども110番のいえ」の登録を促
し、家庭や子どもたちに対し周知を進める
ことができた。

延べ登録件数（R2～R6）
43,564件

こども１１０
番のいえ

児童・生徒の安全を
確保するため、「こ
ども110番のいえ」
の登録を依頼し、ス
テッカーを掲示して
もらうことで、地域
ぐるみで子どもの安
全を守ります。

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
家庭教育資料
作成事業

再掲（１５９）

118 5
子ども・若者の安全の
確保

1 3 ①

青少年を取り巻く様々な問題は都県域を
超えて共通化しているため、九都県市で
青少年の健全育成について協議し、共同
の取組みを行います。

こども未来
局

健全育成課 B

九都県市の行政主管課長会議については、
対面開催する必要がない場合は原則書面開
催とすることとなっており、共同の取組に
ついて書面にて情報共有を行った。

― B
全期間において、情報の共有を図ることが
できた。

―
九都県市共同
啓発事業

青少年の健全育成に
ついて、九都県市が
共同で啓発活動に取
り組みます。

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
再掲 再掲

青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）
広報・啓発活
動

再掲（１４３）

市民局 地域安全課

空き巣やひったくりなどの市内の犯罪発生
情報や不審者情報をちばし安全・安心メー
ルの登録者に配信し、防犯に関する周知啓
発を実施した。

犯罪発生日報　　238件
緊急防犯情報　　51件
不審者情報　　　241件
ワンポイント防犯情報　184件
電話de詐欺　　75件

空き巣やひったくりなどの市内の犯罪発生
情報や不審者情報をちばし安全・安心メー
ルの登録者に配信し、防犯に関する周知啓
発を実施した。

令和4年度から令和6年度まで
犯罪発生日報     923件
緊急防犯情報     264件
不審者情報         527件
ワンポイント防犯情報   273件
電話de詐欺（R5～R6年度、R4年度は実施
なし） 153件

ちばし安全・
安心メール

空き巣やひったくり
など市内の犯罪状況
を携帯電話やパソコ
ンに電子メールで配
信し、防犯に対する
注意喚起を行いま
す。

総合政策局 防災対策課

気象庁が発表する警報・注意報等や市の避
難所開設情報等について、携帯電話やス
マートフォン、パソコンに電子メールで配
信し、災害に対する注意喚起を実施した。

登録者数の推移（年度末時点）
　令和6年度　59,490人

気象庁が発表する警報・注意報等や市の避
難所開設情報等について、携帯電話やス
マートフォン、パソコンに電子メールで配
信し、災害に対する注意喚起を実施した。
また、令和5年度までは、新型コロナウイ
ルス感染症について、週報や市施設・イベ
ント等の状況などの各種情報を発信し、注
意喚起を実施した。

登録者数の推移（年度末時点比較）
　令和元年度 49,501人　
　令和6年度  59,490人
　→9,989人増

ちばし安全・
安心メール

災害・気象情報を携
帯電話やパソコンに
電子メールで配信
し、災害に対する心
構えを喚起するとと
もに、発災時の避難
など迅速・的確な対
応を可能にします。

B

B

B

B

114
子ども・若者の安全の
確保

5 1

4 ①

広報紙・ホームページ・電子メールなど
を通して、不審者情報や防犯情報などを
発信し、保護者や子どもに注意喚起を行
います。

119 5
子ども・若者の安全の
確保

1

1 ①

子ども・若者が犯罪の被害に遭わない環
境をつくるために、補導活動、パトロー
ルなど、学校・地域・関係機関が連携し
た防犯活動を推進します。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

120 5
子ども・若者の安全の
確保

2 1 ①

地域の青少年育成団体等による防犯教室
や安全教室等を実施し、地域の青少年育
成団体等による防犯教室や安全教室等の
啓発活動を行うことで、子ども・若者が
犯罪等に巻き込まれないための知識・態
度を育みます。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（１３２）
青少年相談員
活動事業

再掲（１３３）

保健福祉局 医療政策課

ホームページ・市政だより・SNS等を用い
た広報のほか、市内の中・高校・大学・専
門学校及び市内公共施設等にポスターの掲
示及びリーフレットの配布を依頼するとと
もに、「青少年の日フェスタ」に青少年参
加型の出展を行い、普及啓発を推進。

青少年の日フェスタ
　開催回数１回、参加人数77名

R2～４年度は、ホームページ・市政だよ
り・啓発資材による広報を実施した。R5年
度以降、SNSやデジタルサイネージによる
広報を導入したほか、市立中学校のみに配
布していた啓発リーフレットの配布対象を
市内にある中学校・高校・支援学校・大
学・専門学校に拡大した。また、「青少年
の日フェスタ」については、R4年度に展
示・啓発資材の配布を再開し、R6年度より
参加型の出展に切り替えた。

青少年の日フェスタ
開催回数3回
（展示・資材配布2回、参加型1回）

薬物乱用防止
対策

ホームページ等で薬
物乱用防止の広報及
び啓発活動を実施し
ます。

教育委員会 保健体育課

薬物乱用防止教室は、学校保健計画に位置
付け、すべての中学校及び高等学校におい
て年１回は開催するとともに、地域の実情
に応じて小学校においても開催に努めた。
関係団体と連携し、資料提供を行った。

薬物乱用防止啓発リーフレット
①家庭用
中・中等教育・特別支援学校の中学1年生に配
布
②高校生用
中等教育・高等学校の高校1・2年生に配布

中・中等教育・高等学校での薬物乱用防止
教室実施を義務付けている。小学校では開
催を推奨。警察職員や学校薬剤師と連携
し、各学校ごとに開催した。
また、関係団体と連携し、資料提供や研修
会の案内を行った

薬物乱用防止教室実施率
R3
小学校（52/108）48.1％
中学校（44/57）77.1％
高等学校（２/２）100％
R5
小学校（59/107）55.1％
中・中等教育学校（57/57）100％
高等学校（２/２）100％
次回調査はR7予定

健康教育推進
事業

関係団体と連携した
薬物乱用防止教室
等、心身の健康に重
点をおいた健康教育
を実施します。

こども未来
局

健全育成課
見直
し

資料２に記載 資料２に記載
家庭教育資料
作成事業

小・中学校入学時と
小学5年生の保護者
に、子育て支援の一
環として家庭教育の
手引きを配布しま
す。

こども未来
局

健全育成課
見直
し

資料２に記載 資料２に記載
子どもの情報
モラル啓発

メディア利用時にお
けるルール・マナー
について周知し、家
庭でのルールづくり
を奨励します。

家庭教育資料
作成事業

再掲（１５９）

教育委員会 教育センター

各学校において立案した情報教育指導計画
のもと、１人１台端末の使用を中心とし
て、学年の発達段階に応じた内容の指導を
実施した。

全市立小・中・特別支援学校で情報モラル教育
などを実施した。（千葉市情報モラルコンテン
ツ・文科省情報モラルコンテンツ・eネット安
心講座・ケ―タイスマホ教室　他）

各学校において立案した情報教育指導計画
のもと、１人１台端末の使用を中心とし
て、学年の発達段階に応じた内容の指導を
実施した。

全市立小・中・特別支援学校で情報モラル教
育などを実施した。（千葉市情報モラルコン
テンツ・文科省情報モラルコンテンツ・e
ネット安心講座・ケ―タイスマホ教室　他）

情報モラル教
育の推進

情報モラル教育カリ
キュラム（カリキュ
ラム・情報モラルコ
ンテンツ・指導教
材・実践事例等）を
作成し、すべての
小・中学校におい
て、インターネット
や携帯電話による人
権の侵害に関する指
導等を実施するとと
もに、情報リテラ
シーの定着に向けた
取組みを進めます。

123 6 子ども・若者の居場所
づくり

1 1 ①

待機児童の状況等を考慮した上で、既存
の子どもルームでの受入れが困難な地域
については、小学校の余裕教室利用や学
校敷地内への増設により、子どもルーム
の受入枠の拡大を行います。

こども未来
局

健全育成課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
子どもルーム
の拡充

子どもルームの対象
学年を小学校6年生
までに段階的に拡大
することに伴い、既
存の子どもルームで
の受入が困難な地域
については、小学校
の特別教室に高学年
ルームを開設しま
す。

124 6
子ども・若者の居場所
づくり

1 1 ②
校外にある子どもルームについて、校内
への移転を推進していきます。

こども未来
局

健全育成課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
子どもルーム
の拡充

再掲（１６２）

6 子ども・若者の居場所
づくり

1 1
待機児童解消に向け、特に利用希望の多
い夏季休業期間に受入れ枠を設けます。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載
夏季休業時拡
大枠

待機児童解消に向
け、特に利用希望の
多い夏季休業期間に
受入れ枠を設けま
す。

125 6 子ども・若者の居場所
づくり

1 2 ①
地域の参画を得て、学習・体験・交流の
機会を設けてきたこれまでの取組みを継
続していきます。

教育委員会 生涯学習振興課 B
地域の参画を得て、63校において放課後子
ども教室を実施したが、地域の担い手不足
等により5校は実施を見送った。

実施校数　63校（地域の担い手不足等により
5校は実施見送り）
述実施日数           788日
延登録児童数　35,899人

B
新型コロナウイルスの影響により活動が縮
小する時期もあったが、落ち着いた後は、
多くの学校で実施できた。

【R6年度実績】
実施校数　63校（地域の担い手不足等により
5校は実施見送り）
述実施日数           788日
延登録児童数　35,899人

放課後子ども
教室の実施

放課後子ども教室に
おける学習支援・多
様なプログラムの充
実を図ります。

126 6 子ども・若者の居場所
づくり

1 3 ①

共働き家庭等の児童を含む希望するすべ
ての児童が放課後子ども教室の活動プロ
グラムに参加できるよう、子どもルーム
の児童が参加する共通プログラムの実施
にあたっては、放課後子ども教室と子ど
もルームで連携を図ります。

教育委員会
こども未来

局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 資料２に記載 資料２に記載
放課後子ども
教室と子ども
ルームの連携

すべての児童が放課
後子ども教室の活動
プログラムに参加で
きるよう、子ども
ルームの児童が参加
する共通プログラム
の実施にあたって
は、放課後子ども教
室と子どもルームで
連携を図ります。

B

B

B

B

②
「危険ドラッグ」等の危険性を子ども・
若者に対して周知するため、薬物乱用防
止教室等の実施や啓発活動を行います。

121 5
子ども・若者の安全の
確保

2

2 ①
子どもがインターネットを利用する上で
のルール・マナーを周知し、家庭での
ルールづくりを奨励するための取組みを
行います。

122 5
子ども・若者の安全の
確保

2

1
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

127 6
子ども・若者の居場所
づくり

1 3 ②

原則として小学校の敷地内において、放
課後児童クラブと放課後子ども教室を一
体的に運営し、保護者の就労状況等にか
かわらず、希望するすべての児童に安
全・安心な居場所と多様な体験・活動の
機会を提供するアフタースクールの導入
を進めます。

教育委員会
こども未来

局

生涯学習振興課
健全育成課

拡充 資料２に記載 資料２に記載
アフタース
クールの実施

原則として小学校の
敷地内において、放
課後児童クラブと放
課後子ども教室を一
体的に運営し、保護
者の就労状況等にか
かわらず、希望する
すべての児童に安
全・安心な居場所と
多様な体験・活動の
機会を提供するアフ
タースクールの導入
を進めます。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

こども未来
局

健全育成課
アフタースクール事業を行っている生涯学
習振興課と共に、放課後対策全般について
あり方を検討している。

日常的に情報交換を行っている。
アフタースクール事業を行っている生涯学
習振興課と共に、放課後対策全般について
あり方を検討している。

日常的に情報交換を行っている。

教育委員会 生涯学習振興課
「子どもの放課後対策に関する検討会議」
において、子どもたちの居場所の確保と充
実について協議・調整を行った。

「子どもの放課後対策に関する検討会議」
　開催回数　１回

「子どもの放課後対策に関する検討会議」
において、子どもたちの居場所の確保と充
実について協議・調整を行った。

【R２～R6年度実績】
「子どもの放課後対策に関する検討会議」
　開催回数　５回

こども未来
局

健全育成課
余裕教室の利用および特別教室をタイム
シェアするなど既存の学校施設を活用し、
放課後の子どもの居場所を確保する。

小学校敷地内（校舎内含む）整備　15か所
余裕教室の利用および特別教室をタイム
シェアするなど既存の学校施設を活用し、
放課後の子どもの居場所を確保する。

小学校敷地内（校舎内含む）整備　15か所
総合的な放課
後対策の推進

教育委員会と市長部
局との連携を強化
し、総合的な放課後
対策に取り組みま
す。

教育委員会 生涯学習振興課

放課後子ども教室については、学校施設を
積極的に活用し、多様な体験機会を提供し
た。
また、44校で放課後子ども教室と子ども
ルームを一体的に運営するアフタースクー
ルを実施した。

放課後子ども教室実施校数　63校
（地域の担い手不足等により5校は実施見送
り）
アフタ―スク―ル実施校数　44校

放課後子ども教室については、学校施設を
積極的に活用し、多様な体験機会を提供し
た。
また、44校で放課後子ども教室と子ども
ルームを一体的に運営するアフタースクー
ルを実施した。

【R6年度実績】
放課後子ども教室実施校数　63校
（地域の担い手不足等により5校は実施見送
り）
アフタ―スク―ル実施校数　44校

総合的な放課
後対策の推進

再掲（１６６）

130 6 子ども・若者の居場所
づくり

1 4 ③
小学校の放課後において、校庭を安全・
安心な居場所として開放します。

教育委員会 生涯学習振興課 B
全小学校において、放課後の校庭開放を実
施した。

実施校数　107校 B
全小学校において、放課後の校庭開放を実
施した。

【R6年度実績】
実施校数　107校

131 6 子ども・若者の居場所
づくり

2 1 ①
子どもの居場所の全市展開を図るため、
公開講座を開催し、子どもの居場所で活
躍できる人材を育成します。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
信頼できる大
人の育成

子どもの居場所の全
市展開を図るため、
公開講座を開催し、
子どもの居場所で活
躍できる人材を育成
します。

こども未来
局

こども企画課

学校でも家庭でもない、信頼できる大人が
見守る第3の居場所であるどこでもこども
カフェの開催支援や、子どもが放課後・休
日に過ごせる子ども交流館の運営等によ
り、子どもたちが気軽に立ち寄り、安心・
安全に過ごせる地域の身近な居場所を提供
した。

どこでもこどもカフェ開催個所32か所
※令和6年度末現在
子ども交流館利用人数延べ109,262人

学校でも家庭でもない、信頼できる大人が
見守る第3の居場所であるどこでもこども
カフェの開催支援や、子どもが放課後・休
日に過ごせる子ども交流館の運営等によ
り、子どもたちが気軽に立ち寄り、安心・
安全に過ごせる地域の身近な居場所を提供
した。

どこでもこどもカフェ開催個所22か所増
※令和2年4月1日から令和７年3月31日まで
子ども交流館利用人数延べ342,820人

どこでもこど
もカフェの開
催支援

こどもカフェ事業の
成果を踏まえ、市民
ボランティアが中心
となって、地域交流
の拠点となっている
公民館等の施設を活
用することで、市内
全域に幅広い年齢の
子どもたちに居場所
を提供します。

子ども交流館
の運営

こどもの参画の推進
及び児童の健全育成
の拠点施設として、
市内の中心部に、子
どもたちの交流の
場、スポーツ・音楽
など、子どもたちの
さまざまな活動を支
援します。

教育委員会 生涯学習振興課
全ての公民館で空きのある諸室やロビーを
開放した。

自習室利用者数　19,421人
令和２年５月から、全ての公民館で空きの
ある諸室やロビーを開放した。

自習室利用者数
R2：12,043人
R3：5,289人
R4：12,861人
R5：17,369人
R6：19,421人

公民館におけ
る子どもの居
場所の確保

公民館の施設を開放
し、気軽で安心・安
全な子どもたちの居
場所を確保します。

133 6
子ども・若者の居場所
づくり

2 2 ②

都市公園において、プレーパークを自主
的に開催している市民団体の運営の継続
及び運営する市民団体の増加のため、プ
レーリーダーの派遣を行います。

こども未来
局

こども企画課 B

都市公園において、プレーパークを自主的
に開催している市民団体の運営の継続及び
運営する市民団体の増加のため、プレー
リーダーの派遣を実施した。

プレーリーダー派遣回数延べ92回 B

都市公園において、プレーパークを自主的
に開催している市民団体の運営の継続及び
運営する市民団体の増加のため、プレー
リーダーの派遣を実施した。

プレーリーダー派遣回数延べ404回
プレーパーク
定期開催団体
への支援

都市公園において、
プレーパークを自主
的に開催している市
民団体の運営の継続
及び運営する市民大
体の増かのため、プ
レーリーダーの派遣
を行います。

子どもたちの
森公園プレー
パーク運営

子どもたちが自然の
中で自分の責任での
びのびと自由に遊べ
る場を運営します。

134 6 子ども・若者の居場所
づくり

2 2 ③
地域の子どもの居場所を運営する団体等
のネットワーク化により、情報共有と連
携強化を図ります。

こども未来
局

こども企画課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
子どもの居場
所のネット
ワーク化推進

地域の子どもの居場
所を運営する団体等
のネットワーク化に
より、情報共有と連
携強化を図ります。

相談体制の充
実

国・民間団体等関係
機関の実施事業を有
効活用した適切な相
談 対 応 を 実 施 し ま
す。

母子・父子自
立支援員

保健福祉センターに
母子・父子自立支援
員を配置し、生活・
育児・福祉資金の貸
付等についての相談
に応じます。

土日・夜間電
話相談

専門の相談員が、土
日・夜間に、生活全
般、児童のしつけ、
育児に関することな
ど の 相 談 に 応 じ ま
す。

遺 児 等 の グ
リーフケア

児童の父又は母等が
死亡又は障害の状態
になった場合等にお
いて、遺族等が悲し
みや喪失感から立ち
直るための支援とし
て、専門機関による
カウンセリングを実
施します。

136 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

1 2 ①

プッシュ型情報提供の仕組みを利用する
ことなどにより、各事業の対象者に必要
な情報が的確に届くようにするととも
に、提供する情報の充実を図ります。

こども未来
局

こども家庭支援課 B

ひとり親家庭向けの各種支援制度を掲載し
たリーフレットを各区市民総合窓口課に配
架した。
また、児童扶養手当の決定通知など、対象
者への郵送物に利用できる事業の案内を同
封することで、積極的な情報提供に努め
た。

― B

ひとり親家庭向けの各種支援制度を掲載し
たリーフレットを各区市民総合窓口課に配
架した。
また、児童扶養手当の決定通知など、対象
者への郵送物に利用できる事業の案内を同
封することで、積極的な情報提供に努め
た。

―
制度対象者へ
の情報提供等

プッシュ型情報提供
の仕組みを利用する
ことなどにより、各
事業の対象者に必要
な情報が的確に届く
よ う に す る と と も
に、提供する情報の
充実を図ります。

B

平日や昼間に育児や生活一般に関すること
などについて、相談する時間がつくれない
方のために休日・夜間電話相談を実施し

た。

電話相談実施日：
　平日（18:00～21:00）   247日
　土日祝日（9:00～18:00） 68日

相談件数： 75件

B

平日や昼間に育児や生活一般に関すること
などについて、相談する時間がつくれない
方のために休日・夜間電話相談を実施し

た。

R2～R6
電話相談実施日：

　平日（18:00～21:00）  1,230日
　土日祝日（9:00～18:00） 340日

相談件数： 644件

135 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

1 １ ①
国・民間団体等関係機関の実施事業を有
効活用した適切な相談対応を実施しま

す。

こども未来
局

こども家庭支援課

B

B

B

B

B

B

2 ①

学校でも家庭でもない、信頼できる大人
が見守る第3の居場所であるどこでもこど
もカフェの開催支援や、子どもが放課
後・休日に過ごせる子ども交流館の運営
等により、子どもたちが気軽に立ち寄
り、安心・安全に過ごせる地域の身近な
居場所を提供します。

132 6 子ども・若者の居場所
づくり

2

4 ②
放課後子ども教室及び子どもルームの実
施場所として、学校施設等を有効的かつ
積極的に活用していきます。

129 6 子ども・若者の居場所
づくり

1

4 ①
教育委員会と市長部局との連携を強化
し、総合的な放課後対策に取り組みま
す。

128 6
子ども・若者の居場所
づくり

1

19



取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

137 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

2 １ ①

認定こども園、保育園等・子どもルーム
への優先入所を実施するとともに、
「ファミリー・サポート・センター事
業」や「子育て短期支援事業」等の子育
て支援事業に係る利用者負担の軽減を図
ります。

こども未来
局

健全育成課
こども家庭支援課

幼保支援課
幼保運営課

B

●ひとり親家庭等について、子どもルーム
入所審査時の配点を高くすることで優先的
な措置を行った。
●子育て短期支援事業等の子育て支援事業
に係る利用者負担の軽減を図った。
●ひとり親家庭について、ファミリー・サ
ポート・センターにかかる利用者負担の軽
減を図った。
●ひとり親家庭等について、保育園等の入
所選考時の配点を高くすることで優先的な
措置を行った。（運）

●子どもル―ム
　ひとり親家庭は19点加点
●子育て短期支援事業
実利用者数（延べ日数）1,902人
実費負担軽減者利用者数（延べ日数）1,666
人
●ファミリー・サポート・センター
ひとり親助成延べ人数31人
●保育園等利用申請
　令和7年4月申請対象件数　358件
 （一次・二次選考合計、転園申請も含む）

B

ひとり親家庭等について、子どもルーム入
所審査時の配点を高くすることで優先的な
措置を行った。
●子育て短期支援事業等の子育て支援事業
に係る利用者負担の軽減を図った。
●ひとり親家庭等について、保育園等の入
所選考時の配点を高くすることで優先的な
措置を行った。

●子どもル―ム
　ひとり親家庭は19点加点
●子育て短期支援事業等の子育て支援事業に
係る利用者負担の軽減を図った。
●ファミリー・サポート・センター
ひとり親助成R２～R６延べ人数244人
●保育園等利用申請
　令和3年～令和7年4月申請対象件数　
1,287件
 （一次・二次選考合計、転園申請も含む）

認定こども
園、保育所
等、子ども
ルームへの優
先入所

認定こども園、保育
所等、子どもルーム
への入所を優先的に
実施します。

子育て支援事
業の利用者負
担軽減

ファミリー・サポー
ト・センター事業や
子育て短期支援事業
等の子育て支援事業
に係る利用者負担を
軽減します。

138 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

2 2 ①

一時的に援助が必要なひとり親家庭等に
家庭生活支援員を派遣し、家事・育児の
援助等を行う日常生活支援事業を実施し
ます。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
一時的に援助が必要なひとり親家庭等に家
庭生活支援員を派遣し、家事・育児の援助
等を行った。

延利用時間：555時間 B
一時的に援助が必要なひとり親家庭等に家
庭生活支援員を派遣し、家事・育児の援助
等を行った。

R2～R6
延利用時間：3,041時間

日常生活支援

一時的に援助が必要
なひとり親家庭等に
家庭生活支援員を派
遣し、家事・育児の
援助等を行います。

139 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

2 ２ ②

ひとり親家庭の暮らし・子育てなどを支
援するため、各種行政サービスや法律知
識をテーマにした生活支援講習会等を実
施するとともに、お互いの悩みを打ち明
け相談し合う場づくりとして、情報交換
事業を実施します。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
ひとり親家庭対象のイベントを開催し、情
報交換及び交流を図った。

実施回数　　 5回
参加者数　124人

B
ひとり親家庭対象のイベントを開催し、情
報交換及び交流を図った。

R2～R6
実施回数　　15回
参加者数　671人

生活支援講習
会

ひとり親家庭を支援
するため、暮らしや
子育てなどをテーマ
にした、講習会と個
別相談会を開催しま
す。

情報交換事業

お互いの悩みを打ち
明け、相談し合う場
づくりとして、情報
交換事業を実施しま
す。

140 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

2 ２ ③

賃貸住宅の紹介や入居等に関する情報提
供・助言を行うとともに、ひとり親家庭
が市営住宅に入居する際の優遇措置を推
進するほか、パンフレット等を活用し、
施策の周知を行います。

都市局
住宅整備課
住宅政策課

B

●市営住宅ひとり親世帯入居申込者に対し
て抽選番号にポイントを1点付与した。
●住宅関連情報提供コーナーにおいて、入
居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供及び
入居支援を行った。

●市営住宅ひとり親世帯応募当選実績
  応募97世帯　当選19世帯
●ひとり親世帯への民間賃貸住宅の情報提供
　相談：23件　紹介：4件

B

●市営住宅ひとり親世帯入居申込者に対し
て抽選番号にポイントを1点付与した。
●住宅関連情報提供コーナーにおいて、入
居を拒まない民間賃貸住宅の情報提供及び
入居支援を行った。

●市営住宅ひとり親世帯応募当選実績
  応募427世帯　当選110世帯
●ひとり親世帯への民間賃貸住宅の情報提供
　相談：60件　紹介：12件

市営住宅入居
時の優遇措置
の推進

市営住宅に応募した
際の抽選及び入居後
の家賃算定について
優遇措置を推進しま
す。

民間賃貸住宅
入居支援制度
の推進

希望に応じた民間住
宅や市の住宅施策に
関する情報提供・助
言を行うほか、家賃
債務保証会社の保証
委託料の一部を補助
します。

141 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

3 1 ①

母子家庭等就業・自立支援センター事業
として、母子家庭等の就業と自立を支援
するため、就業相談員による就業相談
や、ハローワークと連携した就業支援を
行います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B

母子家庭等就業・自立支援センター事業と
して、母子家庭等の就業と自立を支援する
ため、就業相談員による就業相談や、ハ
ローワークと連携した就業支援を行った。

相談件数： 1,368件　就職人数： 237人
母子・父子自立支援プログラム策定事業実施件
数： 97件

児童扶養手当の現況届手続き時に併せて開設す
る、ハロ―ワ―クの臨時相談窓口（出張ハロ―
ワ―ク！ひとり親全力サポ―トキャンペ―ン）
については、美浜区にて集中的に実施してい
る。

B

母子家庭等就業・自立支援センター事業と
して、母子家庭等の就業と自立を支援する
ため、就業相談員による就業相談や、ハ
ローワークと連携した就業支援を行った。

R2～R6
相談件数： 6,432件　就職人数： 1,188人
母子・父子自立支援プログラム策定事業実施
件数： 435件

児童扶養手当の現況届手続き時に併せて開設
する、ハロ―ワ―クの臨時相談窓口（出張ハ
ロ―ワ―ク！ひとり親全力サポ―トキャンペ
―ン）については、美浜区にて集中的に実施
している。

母子家庭等就
業・自立支援
センター

就業と自立を支援す
るため、保健福祉セ
ンターに就業相談員
を配置し、就業相談
に応じるほか、労働
局やハローワークと
連携した就業支援を
行います。

就業支援講習
会

就労に結びつく可能
性が高い技能や資格
を習得するための講
習会を開催します。

高等職業訓練
促進給付金

看護師等経済的自立
に効果的な資格を取
得する間の生活費の
負担軽減を図るた
め、給付金を支給し
ます。

自立支援教育
訓練給付金

就職につなげる能力
開発及び中長期的な
キャリア形成のため
の教育訓練講座を受
講するときの費用の
一部を助成します。

高等学校卒業
程度認定試験
合格支援

ひとり親家庭の親又
は子が、高卒認定試
験の合格を目指すた
めに、民間事業者な
どが実施する対策講
座を受講するときの
費用の一部を助成し
ます。

高等職業訓練
促進資金貸付

高騰職業訓練促進給
付金を活用し、就職
に有利な資格の所得
を目指すひとり親家
庭の親に対し、入学
時と就職時に資金を
貸し付けます。

143 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

4 １ ①
子どものための養育費及び面会交流等に
ついて、弁護士による無料相談を実施し
ます。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
子どものための養育費及び親子交流（面会
交流）等について、弁護士による無料相談
を実施した。

養育相談：各区4回
　　　　　全24回実施
定員：　　各回3名　
応募者数：107名
相談者数：  66名

B
子どものための養育費及び親子交流（面会
交流）等について、弁護士による無料相談
を実施した。

R2～R6
養育相談：104回
応募者数：479名
相談者数：281名

弁護士による
養育費相談

子どものための養育
費及び面会交流等に
ついて、弁護士によ
る無料相談を実施し
ます。

144 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

5 １ ①
母子及び父子家庭等の方の経済的自立を
支援するため、子どもの修学資金等の貸
付を行います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
母子及び父子家庭等の方の経済的自立を支
援するため、就学支度資金や修学資金等6
種類の貸付を行った。

貸付件数　　　 187件
貸付金額　144,050千円

B
母子及び父子家庭等の方の経済的自立を支
援するため、就学支度資金や修学資金等6
種類の貸付を行った。

R2～R6
貸付件数　　　1,021件
貸付金額　770,916千円

母子・父子・
寡婦福祉資金
貸付

母子・父子・寡婦家
庭に対し、子どもの
就学資金等の貸付を
行います。

145 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

5 ２ ①
児童扶養手当制度の給付事務を適正に行
います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
母子及び父子家庭等に対して児童扶養手当
給付を実施した。

延べ支給人数　　  58,304人
支給額　　　　2,470,927千円

B
母子及び父子家庭等に対して児童扶養手当
給付を実施した。

延べ支給人数　　 314,224人
支給額　　　12,797,677千円

児童扶養手当
の適正な給付

児童扶養手当制度の
給付業務を適正に行
います。

146 7 ひとり親家庭の自立支
援の推進

5 ２ ②

母子及び父子家庭等に対する医療費助成
を実施するほか、関係団体と協議しなが
ら、現物給付化を実施し、受給者の利便
性の向上を図ります。

こども未来
局

こども家庭支援課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
母子・父子家
庭等医療費助
成

母子及び父子家庭等
に対する医療費（保
険診療の自己負担
分）を助成するとと
もに、関係団体と協
議しながら、現物給
付化を実施し、受給
者の利便性の向上を
図ります。

147 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

5 ２ ③

未婚のシングルマザー・ファザーに寡婦
（夫）控除をみなし適用し、保育料・子
どもルーム利用料等の軽減を図ります。
（令和3年9月以降は法改正によるひとり
親控除を考慮した保育料算定となったた
め廃止）

こども未来
局

健全育成課
幼保運営課

- - - - - -

保育所・子ど
もルーム利用
料等負担軽減
（みなし寡婦
控除）

保育料及び子ども
ルーム利用料につい
て、未婚のシングル
マザー・ファザーに
寡婦（夫）控除をみ
なし適用し、利用料
等の軽減を図りま
す。

R2～R6
●高等職業訓練促進給付金
①高等職業訓練促進給付金

　給付人数： 172人
　支給額：195,481千円

②高等職業訓練修了支援給付金
　給付人数： 　58人

　支給額： 　2,475千円
●就業支援講習会

①パソコン講習会：17回開催
　 延べ受講者数122人

②介護職員初任者研修講習会
　延べ受講者数  40人

142 7
ひとり親家庭の自立支

援の推進
3 ２ ①

就業する際に必要な技術や資格の取得を
促進するため、「高等職業訓練促進給付
金」等の給付事業を実施するほか、資格
技能取得のための講習会を開催します。

こども未来
局

こども家庭支援課 B

就業する際に必要な技術や資格の取得を促
進するため、「高等職業訓練促進給付金」
等の給付事業を実施するほか、資格技能取

得のための講習会を開催した。

●高等職業訓練促進給付金
①高等職業訓練促進給付金

　給付人数： 29人　支給額：34,117千円
②高等職業訓練修了支援給付金

　給付人数： 12人　支給額： 　500千円
●就業支援講習会

①パソコン講習会：3回開催
　 延べ受講者数15人

②介護職員初任者研修講習会
　延べ受講者数  4人

B

就業する際に必要な技術や資格の取得を促
進するため、「高等職業訓練促進給付金」
等の給付事業を実施するほか、資格技能取

得のための講習会を開催した。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

148 7
ひとり親家庭の自立支
援の推進

5 ３ ①

経済的に特に困窮しているひとり親家庭
の児童に対して、クーポン券を提供し、
学習塾や習い事等に必要な費用の一部を
助成します。

こども未来
局

こども家庭支援課
見直
し

資料２に記載 資料２に記載
学校外教育バ
ウチャー

経済的に特に困窮し
ているひとり親家庭
の児童に対して、
クーポン券を提供
し、学習塾や習い事
等に必要な費用の一
部を助成します。

149 8 児童虐待防止対策の充
実

1 1 ①
社会全体で児童虐待を防止するため、防
止への協力について、広く市民に対し、
周知・啓発を行います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
社会全体で児童虐待を防止するため、防止
への協力について、広く市民に対し、周
知・啓発を実施した。

鉄道各社の駅にポスタ―掲出
（JR５駅、京成2駅、モノレ―ル18駅）
市政だよりに特集記事掲載

B
社会全体で児童虐待を防止するため、防止
への協力について、広く市民に対し、周
知・啓発を実施した。

鉄道各社の駅にポスタ―掲出
（JR５駅、京成2駅、モノレ―ル18駅）
※5年間とも同様
市政だよりに特集記事掲載

オレンジリボ
ンキャンペー
ン

児童虐待の防止に向
け、市民の意識を高
め、児童虐待防止の
協力を呼びかける啓
発活動を行います。

児童虐待防止
に向けた民間
プログラムの
実施

小中学校の児童やそ
の保護者に対し、民
間団体の児童虐待防
止に資するプログラ
ムを実施します。

養成指導者に
よる心理教育
プログラムの
市民向け講座
実施

暴力や暴言を使わず
に子どものしつけを
行うための心理教育
プログラムの指導者
を養成し、養成指導
者により、市民を対
象としたプログラム
を実施します。

暴力によらな
い子育ての周
知・啓発

子育て中の保護者に
対し、暴力によらな
い子育ての実践や育
児不安の相談を推奨
するリーフレットを
配布します。

DV被害者・
児童への心理
教育プログラ
ム事業

DV被害者とその子
どもたちの自尊感情
を回復し、暴力によ
らない対等な関係を
学ぶ心理教育プログ
ラムを実施します。

151 8
児童虐待防止対策の充
実

2 1 ①
増加する児童虐待相談に対し、児童相談
所で、引き続き、２４時間・３６５日対
応していきます。

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

B
増加する児童虐待通告に対し、児童相談所
で、引き続き、24時間・365日対応し
た。

虐待通告対応件数（児童相談所）2,652件 B
増加する児童虐待通告に対し、児童相談所
で、引き続き、24時間・365日対応した

虐待通告対応件数（児童相談所）
令和２年度：1,766件
令和３年度：2,277件
令和４年度：2,472件
令和５年度：2,409件
令和６年度：2,652件

児童虐待通告
受理・対応
（24時間
365日体制）

児童相談所で、引き
続き、休日・夜間を
問わず、児童虐待相
談を受け付け、対応
していきます。

152 8 児童虐待防止対策の充
実

2 1 ②
保健福祉センターにおいても、引き続
き、児童虐待相談に対応していきます。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
保健福祉センターにおいても、児童虐待通
告に対応した。

虐待通告対応件数（区）1,459件 B
保健福祉センターにおいても、児童虐待通
告に対応した。

(R2～R6）
虐待通告対応件数（区）4,353件

保健福祉セン
ター児童虐待
通告受理・対
応

保健福祉センター
で、児童虐待相談を
受理するとともに、
泣き声通告や面前
DV通告に対応す
る。

8 児童虐待防止対策の充
実

2 1
児童虐待の増加、複雑・困難化に対応す
るため、新たな児童相談所を整備しま
す。

こども未来
局

東部児童相談所 新規 資料２に記載 資料２に記載
新たな児童相
談所の整備

児童虐待の増加、複
雑・困難化に対応す
るため、新たな児童
相談所を整備しま
す。

153 8 児童虐待防止対策の充
実

2 2 ①

母子健康手帳交付時の面接や乳児家庭全
戸訪問事業、乳幼児健康診査等を通し
て、子育てに不安を抱えている家庭の把
握に努め、必要に応じた支援につなげま
す。

保健福祉局 健康支援課 B

母子健康包括支援相談員による母子健康手
帳交付時の面接や乳児家庭全戸訪問事業、
乳幼児健康診査等を通して、子育てに不安
を抱えている家庭の把握に努め、必要に応
じた支援に繋げた。

母子健康手帳交付件数　　5,735件
４か月児健康診査受診者　5,510人
１歳６か月児健康診査受診者　6,049人
３歳児健康診査受診者　　6,191人

B

母子健康包括支援相談員による母子健康手
帳交付時の面接や乳児家庭全戸訪問事業、
乳幼児健康診査等を通して、子育てに不安
を抱えている家庭の把握に努め、必要に応
じた支援に繋げた。

母子健康手帳交付件数　
　R2:6,373件    R3:6,280件
　R4:6,023件   R5:5,850件
　R6:5,735件
R2～R６の各健診受診率の平均
　4か月児健診：94.8％
　1歳6か月児健診：95.5%
　3歳児健診：94.7％

母子健康手帳
の交付・面接

再掲（１０５）
乳児家庭全戸
訪問事業

再掲（１８）
乳幼児健康診
査

保健福祉センター、
協力医療機関におい
て、各種健康診査を
実施し、保護者に対
して相談・助言等を
行います。

保健福祉局 健康支援課

子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談・
訪問事業等により、育児不安や負担感の軽
減に努めた。

育児ストレス相談
回数及び相談者数　32回　335件
養育支援訪問件数　2,013件

子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談・
訪問事業等により、育児不安や負担感の軽
減に努めた。

育児ストレス相談 回数及び相談者数
　R2:194回,301件
　R3:200回,345件
　R4:206回,346件
　R5:209回,349件
　R6:207回,335件

養育支援訪問
事業

再掲（１９） 育児相談 再掲（１１０）
育児ストレス
相談

育児不安等で悩んで
いる保護者を対象に
臨床心理士が個別相
談を実施します。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談

児童相談所に専用回線を設け、子どもや家
庭に関わす様々な相談に応じた。
子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談事
業により、育児不安や負担感の軽減を図っ
た。

相談件数：346件
家庭児童相談件数：2,588件
児童家庭支援センター相談件数：15,554件

児童相談所に専用回線を設け、子どもや家
庭に関わす様々な相談に応じた。
子育てに不安や孤立感を抱いている家庭や
虐待リスクのある家庭に対し、各種相談事
業により、育児不安や負担感の軽減を図っ
た。

相談件数
　令和２年度：354件
　令和３年度：314件
　令和４年度：269件
　令和５年度：377件
　令和６年度：346件

家庭児童相談件数　9,711件(R2～R6）
児童家庭支援センタ―相談件数 　　　
64,214件(R2～R6）

子ども電話相
談（東部児童
相談所）

児童相談所に専用回
線を設け、子どもや
家庭に関わる様々な
相談に応じます。

家庭児童相談

保健福祉センターに
家庭相談員を配置
し、子どもと家庭に
関する様々な相談に
応じます。

児童家庭支援
ｾﾝﾀｰ

市内社会福祉法人に
委託し、子どもに関
する様々な相談に応
じるとともに、児童
相談所との連携を図
ります。

子育て短期支
援事業
（ショートス
テイ）

再掲（１５）

子育て短期支
援事業（トワ
イライトステ
イ）

再掲（１６）
一時預かり事
業

再掲（９）

エンゼルヘル
パ－派遣事業

再掲（１１２）
ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

再掲（１０）

156 8 児童虐待防止対策の充
実

2 2 ④

子育て中の親同士が気軽に話ができる交
流の場や、相談・情報提供を行う場を提
供することにより、育児不安や負担軽減
を図ります。

こども未来
局

幼保支援課 B 資料５に記載 B 資料５に記載
地域子育て支
援拠点事業

再掲（１２）

B 資料５に記載 B 資料５に記載155 8
児童虐待防止対策の充

実
2 2 ③

一時的に養育が困難な方の児童の預かり
や、子育ての手助けをするサービスの提
供により、育児不安や負担感の軽減を図

ります。

こども未来
局

こども家庭支援課
幼保支援課
幼保運営課

150 8 児童虐待防止対策の充
実

1 1 ②

暴力によらない子育ての実践について、
先進的な心理教育プログラム等を調査・
研究するとともに、プログラム指導者を
養成する等、広く市民に対し、周知・啓

発を行います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
コモンセンス・ペアレンティングプログラ
ムに関する講座を幼児版・学齢児版とに分

け2日間、オンラインで開催した。

参加者数
幼児版： 31名

学齢児版：24名
B

コモンセンス・ペアレンティングプログラ
ムに関する講座を幼児版・学齢児版とに分

け2日間、オンラインで開催した。

参加者数(R2～R6）
幼児版： 140名
学齢児版：110名

B B2 ②

子育てに不安や孤立感を抱いている家庭
や虐待リスクのある家庭に対し、各種相
談・訪問事業等により、育児不安や負担
感の軽減を図ります。

154 8
児童虐待防止対策の充
実

2
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

157 8
児童虐待防止対策の充
実

2 2 ⑤

認定こども園、幼稚園、保育園等、小・
中・高等学校・特別支援学校・中等教育
学校における保育士、教職員が、早期発
見の視点を持ちながら、子ども一人一人
をよく観察するとともに、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカー
などを活用した、学校における相談体制
の充実を図ります。

教育委員会 教育支援課 B

・スクールカウンセラー
　児童生徒の臨床心理に関して、専門的な
知識・経験を有するスクールカウンセラー
を全市立学校に配置し、児童生徒等の悩み
の解消に当たった。
・スクールソーシャルワーカー
　教育分野に関する知識に加えて、社会福
祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童
生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支
援を行うスクールソーシャルワーカーを配
置し、教育相談体制の整備を行った。

スク―ルカウンセラ―の相談件数：
54,640件

スク―ルソ―シャルワ―カ―の派遣事案数：
300件

B

　計画期間中、専門的な知識・経験を有す
るスクールカウンセラーを全市立学校に配
置した。ニーズの高まりから、毎年、配置
時間を拡充した。児童生徒の不安等に心理
面から支援することができた。
　また、社会福祉等の専門的な知識・技術
を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境
に働きかけて支援を行うスクールソーシャ
ルワーカーを配置し、教育相談体制の整備
を行った。SSWの活動の周知が進み、派遣
事案数が増加した。

スク―ルカウンセラ―の相談件数
R２:52,379件  R3:51,774件
R4:56,973件   R5:58,130件
R6:54,640件

スク―ルソ―シャルワ―カ―の派遣事案数
R2:193件　R3:206件　R4:261件
R５:251件　R６:300件

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

いじめや不登校など
に対応するため、全
中学校、全小学校、
特別支援学校及び中
等教育学校にスクー
ルカウンセラーを配
置し、児童生徒、そ
の保護者、教職員か
らの悩み等の相談に
あたります。

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰ
ｶｰ

いじめ、不登校、暴
力行為など、生徒指
導上の課題対応のた
めに、教育分野に関
する知識に加えて、
社会福祉等の専門的
な知識・技術を用い
て、児童生徒の置か
れたさまざまな寛容
に働きかけて支援を
行うスクールソー
シャルワーカーを配
置します。

158 8 児童虐待防止対策の充
実

2 2 ⑥

子育てに悩みを抱える方や子ども本人か
らの相談に対して、近年、主要なコミュ
ニケーションツールとなっているSNSの
活用などにより相談窓口の充実を図りま
す。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

新規 資料２に記載 資料２に記載
SNSの活用な
どによる相談
窓口の充実

子育てに悩みを抱え
る方や子ども本人か
らの相談に対して、
近年、主要なコミュ
ニケーションツール
となっているSNSの
活用などにより相談
窓口の充実を図りま
す。

159 8 児童虐待防止対策の充
実

2 2 ⑦

子どもとその家庭及び妊産婦等を対象
に、子ども等に関する相談全般から、よ
り専門的な相談対応や必要な調査、訪問
等による継続的なソーシャルワーク業務
等を行う支援拠点を各区に設置します。

こども未来
局

こども家庭支援課 新規 資料２に記載 資料２に記載
こども家庭総
合支援拠点事
業

子どもとその家庭及
び妊産婦等を対象
に、子ども等に関す
る相談全般からより
専門的な対応や必要
な調査、訪問等によ
る継続的なソーシャ
ルワーク業務等を行
う支援拠点を各区に
設置します。

160 8
児童虐待防止対策の充
実

3 １ ①

複雑多様化する児童と家庭の状況に的確
に対応するため、児童福祉司の法定研修
をはじめ、県との合同研修や任意の各種
研修への参加、OJTによる児童相談所職
員の資質向上とあわせ、認定こども園、
幼稚園、保育園等や学校等関係機関の職
員に向けた研修を実施し、支援者の資質
向上を図ります。

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

B

複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、関係機関の職員研修を実施
し、支援者の資質向上を図った。（①虐待
対応職員法定研修②主任児童委員向けの研
修③施設職員向けの基幹的職員研修）
複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、児童福祉司の法定研修をは
じめ、県との合同研修や任意の各種研修へ
の参加、OJTによる児童相談所職員の資質
向上とあわせ、認定こども園、幼稚園、保
育園等や学校等関係機関の職員に向けた研
修を実施し、支援者の資質向上を図った。

①虐待対応職員法定研修　29名
②主任児童委員向けの研修　114名
③施設職員向けの基幹的職員研修　47名
④関係機関職員研修　75名

B

複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、関係機関の職員研修を実施
し、支援者の資質向上を図った。（①虐待
対応職員法定研修②主任児童委員向けの研
修③施設職員向けの基幹的職員研修）
複雑多様化する児童と家庭の状況に的確に
対応するため、児童福祉司の法定研修をは
じめ、県との合同研修や任意の各種研修へ
の参加、OJTによる児童相談所職員の資質
向上とあわせ、認定こども園、幼稚園、保
育園等や学校等関係機関の職員に向けた研
修を実施し、支援者の資質向上を図った。

①虐待対応職員法定研修　153名
②主任児童委員向けの研修　218名
③施設職員向けの基幹的職員研修　　　191
名
関係機関職員研修　
令和２年度：84名
令和３年度：76名
令和４年度：62名
令和５年度：76名
令和６年度：75名

児童虐待防止
研修

保健福祉センター職
員や認定こども園、
幼稚園、保育所等職
員、主任児童委員等
に対し、児童虐待防
止に向けた研修を実
施します。

161 8 児童虐待防止対策の充
実

3 2 ①

「要保護児童対策及びＤＶ防止地域協議
会」において、虐待を受けている児童、
保護者のない児童、特定妊婦など、支援
が必要な児童等について、関係機関が支
援方針と情報を共有し、緊密に連携して
対応します。また、ヤングケアラーな
ど、これまであまり認知されていなかっ
た課題を抱えた児童等についても、実態
把握に努めるなど、留意して対応しま
す。

こども未来
局

こども家庭支援課 B

「要保護児童対策及びＤＶ防止地域協議
会」において、要保護児童の情報共有と支
援方針の検討を行った。
ヤングケアラーの視点も持ち、上記検討を
行った他、福祉、介護、医療、教育機関
等、関係機関を対象に研修を実施した。

要対協代表者会議　　　 1回
実務者会議　　　 　　 18回
個別ケ―ス検討会議　665回実施

ヤングケアラ―研修　参加者　106名
　　　　　　　　　　参加機関　59機関

B

「要保護児童対策及びＤＶ防止地域協議
会」において、要保護児童の情報共有と支
援方針の検討を行った。
ヤングケアラーの視点も持ち、上記検討を
行った他、福祉、介護、医療、教育機関
等、関係機関を対象に研修を実施した。ま
た、小中高校生を対象とした調査を実施
し、実態把握に努めた。

要対協代表者会議　　　毎年1回
実務者会議　　　 　　 毎年18回
個別ケ―ス検討会議　2,103回実施

ヤングケアラ―研修　参加者　448名
お世話をしている家族が「いる」と回答をし
た割合：小学5年生7.3％（109 人）、中学
2年生 6.8％（79 人）、高校1、2年生
2.0％（6人）

要保護児童対
策及びDV防
止地域協議会

児童虐待・DVを防
止するため、関係機
関・団体等が要保護
児童等の情報を共有
し、支援内容を協議
します。

162 8 児童虐待防止対策の充
実

3 ２ ②

情報システムの活用などにより、「要保
護児童対策及びＤＶ防止地域協議会」に
おける専門的・効率的な情報共有の方法
について検討します。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
令和４年度に導入したシステムを引き続き
利用した。

- B
令和４年度にシステムを導入し、それ以降
はシステムを引き続き利用した。

-

要保護児童対
策及びDV防
止地域協議会
システム導入

要保護児童の情報等
をデータベース化
し、リアルタイムで
の情報共有により、
児童の安全確保を図
ります。

163 8
児童虐待防止対策の充
実

3 ２ ③

千葉県警と締結した情報共有協定や千葉
県人身安全関連事案連絡会議の活用など
により、適切な役割分担の下、児童の安
全確認と安全確保を的確に行います。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

B

千葉県警と締結した情報共有協定や千葉県
人身安全関連事案連絡会議の活用などによ
り、適切な役割分担の下、児童の安全確認
と安全確保を的確に行った。
千葉県人身安全関連事案連絡会議DV対策
分科会に出席し、県警本部人身安全課、千
葉県とDV事案における同伴児童の安全確
保についても情報交換を行った。

千葉県人身安全関連事案連絡会議ＤＶ対策分科
会年1回
要対協実務者会議（年18回）に県警本部少年
課、警察署生活安全課が出席

B

千葉県警と締結した情報共有協定や千葉県
人身安全関連事案連絡会議の活用などによ
り、適切な役割分担の下、児童の安全確認
と安全確保を的確に行った。
千葉県人身安全関連事案連絡会議DV対策
分科会に出席し、県警本部人身安全課、千
葉県とDV事案における同伴児童の安全確
保についても情報交換を行った。

千葉県人身安全関連事案連絡会議ＤＶ対策分
科会　年1回（令和2年～6年）要対協実務者
会議（年18回）に県警本部少年課、警察署生
活安全課が出席

千葉県警との
情報共有

千葉県警との間に締
結した情報共有協定
や、千葉県人身安全
事案連絡会議の活用
などにより、児童の
安全確認と安全確保
を的確に行います。

164 8 児童虐待防止対策の充
実

4 ー ①
既に配置されている弁護士や警察官OB等
の専門人材を活用し、困難なケースに的
確に対応していきます。

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

B
既に配置されている弁護士や警察官OB等
の専門人材を活用し、困難なケースに的確
に対応した。

― B
既に配置されている弁護士や警察官OB等
の専門人材を活用し、困難なケースに的確
に対応した。

―
弁護士・警察
官OBの配置

弁護士、警察OBを引
き続き配置し、困難
なケースに的確に対
応していきます。

165 8 児童虐待防止対策の充
実

4 ー ②
児童福祉法施行令改正による児童福祉司
の配置標準見直し（令和4年度までに）に
基づき、増員します。

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

拡充 資料２に記載 資料２に記載
児童福祉司の
増員

児童福祉法施行令改
正の配置基準に基づ
き、児童福祉司を増
員します。

166 8 児童虐待防止対策の充
実

4 ー ③
児童心理司の配置基準の法定化に基づ
き、増員します。（令和６年度までに）

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

拡充 資料２に記載 資料２に記載
児童心理司の
増員

児童心理司の配置基
準の法定化に基づ
き、増員します。
（２０２４年度まで
に）
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
組
内
容
№
②

基
本
施
策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

167 8
児童虐待防止対策の充
実

5 ー ①

子どもの視点に立って、権利が保障さ
れ、一時保護を必要とする子どもを適切
な環境において保護できるよう、里親や
児童福祉施設への一時保護委託等を活用
し、一時保護所の在所日数を短縮しま
す。

こども未来
局

東部児童相談所
西部児童相談所

拡充 資料２に記載 資料２に記載
一時保護環境
の改善・体制
強化

子どもの視点に立っ
て、権利が保障さ
れ、一時保護を必要
とする子どもを適切
な環境において保護
できるよう、里親や
児童福祉施設への一
時保護委託等を活用
し、一時保護所の在
所日数を短縮しま
す。

168 8
児童虐待防止対策の充
実

5 ー ②

異なる年齢、異なる行動様式のある児童
が、健康的かつ文化的に充実した生活を
過ごすことができるように、一時保護所
の環境を改善します。

こども未来
局

東部児童相談所 B

異なる年齢、異なる行動様式のある児童
が、健康的かつ文化的に充実した生活を過
ごし、なおかつ学習する機会を充実させる
ための、環境改善を行った。学習に関して
は学齢児に対して、一斉指導によるSSTや
学活、教科学習の時間を設け、一人一人の
力に合わせて学習の内容や方法を工夫し、
学びの充実を図った。また生活面において
は新しい食器の購入や余暇に用いるボード
ゲーム等の充実を図った。

定員数　42名（幼児10名、学齢児32名（男
子16名、女子16名））

B

異なる年齢、異なる行動様式のある児童
が、健康的かつ文化的に充実した生活を過
ごし、なおかつ学習する機会を充実させる
ための、環境改善を行った。学習に関して
は学齢児に対して、一斉指導によるSSTや
学活、教科学習の時間を設け、一人一人の
力に合わせて学習の内容や方法を工夫し、
学びの充実を図った。また生活面において
は新しい食器の購入や余暇に用いるボード
ゲーム等の充実を図った。

定員数　42名（幼児10名、学齢児32名（男
子16名、女子16名））

一時保護所の
環境改善

異なる年齢、異なる
行動様式のある児童
が、健康的かつ文化
的に充実した生活を
過ごすことができる
ように、体験学習や
歯科検診等の実施、
教材や玩具等物品の
購入などを行うこと
で、一時保護所の環
境を改善します。

169 9 社会的養育体制の充実 1 1 ①

家庭養育を推進するため、ＮＰＯと協働
し、里親のリクルートから委託後まで、
包括的な支援を行うことにより、里親の
担い手を確保するとともに、ファミリー
ホームを増設します。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談所

拡充 資料２に記載 資料２に記載
家庭養育の推
進

NPOと協働し、里親
のリクルートから委
託後の支援まで、包
括的な支援を行うこ
とにより、里親の担
い手を確保し、里親
委託を推進するとと
もに、養育者の住居
で家庭的な雰囲気の
もと、児童の健全な
成育を支援するファ
ミリーホームの増設
を推進します。

170 9 社会的養育体制の充実 1 ２ ①

社会的養育を要する児童・乳幼児の養育
を行う児童養護施設・乳児院において、
家庭的環境である小規模グループケアで
の養育を推進します。

こども未来
局

こども家庭支援課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
小規模グルー
プケアでの養
育

社会的養育を要する
児童・乳幼児の養育
を行う児童養護施
設・乳児院におい
て、家庭的環境であ
る小規模グループケ
アでの養育を推進し
ます。

171 9 社会的養育体制の充実 1 ３ ①

「新しい社会的養育ビジョン」、「千葉
県社会的養育推進計画（仮）」と調整を
図り、児童養護施設等の多機能化・地域
分散化を検討します。また、よりよい養
育環境を確保するため、施設の環境改善
を図ります。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
児童養護施設等の多機能化・地域分散化の
ための助成及び施設の環境改善のための助
成を行った。

児童養護施設等の多機能化・地域分散化のため
の助成　３件
施設の環境改善のための助成　３件

B
児童養護施設等の多機能化・地域分散化の
ための助成及び施設の環境改善のための助
成を行った。

《令和2～6年度》
児童養護施設等の多機能化・地域分散化のた
めの助成　8件
施設の環境改善のための助成　43件（新型コ
ロナウイルス感染症対策に関するものを含
む）

児童養護施設
等の多機能
化・地域分散
化・環境改善

児童養護施設等の多
機能化・地域分散化
（定員６人の地域小
規模児童養護施設や
分園型グループケ
ア）を検討します。
また、よりよい養育
環境を確保するた
め、施設の環境改善
を図ります。

172 9 社会的養育体制の充実 1 ４ ①

支援が必要な母子を入所させ、保護する
とともに、母子の自立の促進のため、生
活を支援し、あわせて退所者への相談そ
の他の援助を行います。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
支援が必要な母子について、入所の手続き
を行うとともに、生活再建のための援助を
行った。

入所世帯延件数 　264世帯 B
支援が必要な母子について、入所の手続き
を行うとともに、生活再建のための援助を
行った。

R2～R6入所世帯延件数 　計1,514世帯
母子生活支援
施設での支援

支援が必要な母子を
入所させ、保護する
とともに、母子の自
立の促進のため、生
活を支援し、あわせ
て退所者への相談そ
の他の援助を行いま
す。

173 9 社会的養育体制の充実 2 1 ①
里親等への研修を充実し、個々の児童の
養育の質を高めます。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談所

B 登録里親を対象とした研修を実施した。 全里親対象研修　２回 B
全里親を対象とした研修の実施等、養育の
質の向上を図った。

全登録里親などを対象とした研修　31回
里親等研修の
充実

措置児童の個別の状
況・課題にきめ細や
かに対応するため、
里親・施設職員の資
質向上を図るための
研修を実施します。

174 9 社会的養育体制の充実 2 2 ①

児童養護施設等を退所予定又は退所後の
子どもに対し、相談支援、生活支援、就
業支援等を行うことにより、地域生活及
び自立を支援します。

こども未来
局

こども家庭支援課 B
千葉県と共同で退所児童等アフターケア事
業（社会的養護自立支援拠点）を実施し
た。

相談件数　240件 B

令和５年度までは退所児童等アフターケア
事業、令和６年度は当該事業を社会的養護
自立支援拠点事業に位置付け、退所予定又
は退所後の児童に対し、相談支援等を実施
し、その件数も着実に増やしてきた。

令和６年度相談件数　240件
※令和２年度比　＋221件

自立援助ホー
ム

児童養護施設退所児
童等、義務教育終了
後15歳から20歳ま
での家庭がない児童
や、家庭にいること
ができない児童が共
同で生活する場にお
いて、自立に向けた
支援を行います。

175 9 社会的養育体制の充実 2 2 ②

児童養護施設等への入所措置を受けてい
た者で自立のための支援を継続して行う
ことが適当な場合について以下の支援を
行います。
・現施設での居住継続に必要な支援を原
則22歳の年度末まで行う。
・退所後の児童に対し、自立への支援を
行う。

こども未来
局

こども家庭支援課
東部児童相談所
西部児童相談所

B
現施設等での居住継続に必要な支援を実施
した。

措置延長解除後の児童自立生活援助事業利用者　
５件

B

令和５年度までは社会的養護自立支援事業
等、令和６年度は児童自立生活援助事業に
より措置解除後の現施設等での居住継続に
必要な支援を実施した。令和６年度以降
は、年齢要件が緩和され、一定の条件を満
たせば２２歳の年度末以降も引き続き必要
な支援を実施することが可能となった。

令和２～６年度の生活支援等件数　22件
児童の自立支
援

児童養護施設等への
入所措置を受けてき
た者で措置解除され
た者のうち、自立の
ための支援を継続し
て行うことが適当な
場合について、原則
22歳の年度末まで引
き続き必要な支援を
実施することによ
り、将来の自立に結
びつけます。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値

取
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内
容
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②

基
本
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策
の

取
組
内
容
№
③

基
本
施
策
の

基本施策の取組内容③

実施内容
令和６年度

①
事業内容

②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし

該当事業実施内容

①
事業名

②
事業名

③
事業名

N
o

基
本
施
策
N
o

基本施策名

取
組
内
容
№
①

基
本
施
策
の 局 課

最終評価
所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

療育センター
運営事業

障害児の早期発見、
早期療育の観点か
ら、相談、指導、診
断、検査、判定等を
行い、障害に応じた
訓練等を行うととも
に、個別指導や保護
者への相談支援を行
います。また、障害
児とその保護者の抱
える課題の解決や適
切なサービス利用の
ため、計画作成や
サービス事業者との
連絡調整等を行いま
す。

大宮学園運営
事業

障害児への指導、訓
練等の専門的な療育
を行います。

桜木園運営事
業

重症心身障碍児に入
所支援を通じて、治
療や日常生活の指導
を行います。

発達障害者支
援センター運
営

発達障碍者支援を総
合的に行う地域の拠
点として、本人や家
族等からの相談に応
じるとともに、療育
に関する指導や助言
を行います。また、
関係機関との連携強
化を図り、地域にお
ける総合的な支援体
制の整備に務めま
す。

発達障害等に
関する巡回相
談員整備事業

専門知識を有する相
談員が認定こども
園、幼稚園、保育園
等を巡回し、施設職
員や保護者等に対
し、発達障害の疑い
のある児童の早期発
見・早期対応のため
の助言等を行いま
す。

かかりつけ医
等発達障害対
応力向上研修
事業

かかりつけ医等の医
療関係者を対象に、
発達障害に係る研修
を開催し、地域にお
ける発達障害への対
応力の向上を図りま
す。

障害児等療育
支援事業

身近な地域で療育指
導等が受けられるよ
う、訪問又は外来に
よる療育相談等を行
うほか、認定こども
園、保育園等の職員
に対し、療育に関す
る技術の指導を行い
ます。

健康支援課

乳幼児健康診査等を実施し、先天性の疾
患、運動機能、視聴覚等の障害、発達の遅
れ等の早期発見・早期療育を促すととも
に、育児不安を持つ保護者に対する援助を
行い、育児支援を図った。

・4か月児健康診査受診者　　　　5,510人
・1歳6か月児健康診査受診者　　 6,049人
・3歳児健康診査受診者　　　　　6,191人

乳幼児健康診査等を実施し、先天性の疾
患、運動機能、視聴覚等の障害、発達の遅
れ等の早期発見・早期療育を促すととも
に、育児不安を持つ保護者に対する援助を
行い、育児支援を図った。

４か月児健康診査受診者　
R2:5,839人　R3 :5765人　R4:5,947人　
R5:5,642人　R6:5,510人

１歳６か月児健康診査受診者　R2:6,413人　
R3:6,100人　R4:6,422人　R5:6,062人　
R6:6,049人

３歳児健康診査受診者　
R2:6,644人   R3:6,667人
R4:6,800人   R5:6,521人
R6:6,191人

乳幼児健康診
査

再掲（１１４）
養育支援訪問
事業

育児不安の強い家庭
や乳幼児健診未受診
者に保健師等による
家庭訪問を行い、育
児不安や育児ストレ
スの解消を図るとと
もに、乳幼児健診の
受診勧奨を行い、障
害の早期発見・早期
療育を促します。

保健福祉局
障害福祉サービス

課

●障害児通所支援事業
障害児に、生活能力の向上のために必要な
訓練、集団生活への適応訓練など専門的な
支援を行った。

●障害児通所支援事業（延利用者数）
　児童発達支援　　　　 　21,765人
　医療型児童発達支援　　 　 332人
　放課後等デイサ―ビス    33,509人
　保育所等訪問支援　　 　   4,825人

●障害児通所支援事業
障害児に、生活能力の向上のために必要な
訓練、集団生活への適応訓練など専門的な
支援を行った。

●障害児通所支援事業（延利用者数）

　児童発達支援　　　　   85,590人
　医療型児童発達支援　　  1,855人
　放課後等デイサ―ビス 135,239人
　保育所等訪問支援　　   11,560人

障害児通所支
援事業

障害児に、生活能力
の向上のために必要
な訓練、集団生活へ
の適応訓練など専門
的な支援を行いま
す。

トイライブラ
リ―運営事業

障害児の機能回復及
び能力開発を促進す
るため、おもちゃの
貸出や遊び方に関す
る相談等を行いま
す。

教育委員会
学事課

保健体育課
養護教育センター

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯
の経済状況（所得等）に応じて、学用品費
等の支給の援助を行った。
【保健体育課】
●特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒(小・中学校)の保護者
に対し、世帯の経済状況（所得等）に応じ
て、給食費等の援助を行った。
【養護教育センター】
●スクールメディカルサポート事業
千葉市立学校に在籍する医療的ケアを必要
とする児童生徒に看護師を派遣した。
●特別支援教育介助員事業
千葉市立小、中、中等教育学校（前期課
程）に在籍する常時介助が必要な児童生徒
に特別支援教育介助員を配置した。

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費　受給者数
　　小学校　844人
　　中学校　430人
【保健体育課】
●特別支援教育就学奨励費　受給者数
　　小学校　463人　
　　中学校　196人
【養護教育センタ―】
●スク―ルメディカル事業
　11校14名に派遣
●特別支援教育介助員事業
　20校24名に配置

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費
障害のある児童生徒の保護者に対し、世帯
の経済状況（所得等）に応じて、学用品費
等の支給の援助を行った。
【保健体育課】
●就学奨励費（給食費）の支給により、児
童発達支援を行った。
【養護教育センター】
●スクールメディカルサポート事業
千葉市立学校に在籍する医療的ケアを必要
とする児童生徒に看護師を派遣した。
●特別支援教育介助員事業
千葉市立小、中、中等教育学校（前期課
程）に在籍する常時介助が必要な児童生徒
に特別支援教育介助員を配置した。

【学事課】
●特別支援教育就学奨励費受給者数
・小学校 R6:844人 R5:803人 R4:742人
・中学校 R6:430人 R5:397人 R4:242人
【保健体育課】
受給者数
　小学校2,203人
　中学校1,007人
【養護教育センタ―】
●スク―ルメディカル事業
R2:6校  7名
R3:5校 5名
R4:6校  7名
R5: 10校11名
R6: 11校14名に派遣
●特別支援教育介助員事業
R2:14校16名
R3:13校14名
R4:19校21名
R5:23校23名
R6:20校24名に配置

特別支援教育
就学奨励費

障害のある児童生徒
の保護者に対し、世
帯の経済状況（所得
等）に応じて、学用
品費等の支給や給食
費等の援助を行いま
す。

スクールメ
ディカルサ
ポート事業

千葉市立学校に在籍
する医療的ケアを必
要とする児童に対
し、医療行為を行う
看護師を派遣しま
す。

特別支援教育
介助員事業

千葉市立小・中・中
等教育学校（前期課
程）に在籍する常時
介助が必要な児童の
安全を確保するとと
もに、学級内の他の
児童の学習保障及び
教員の負担軽減のた
めに、小・中・中等
教育学校（前期課
程）に特別支援教育
介助員を派遣しま
す。

市民局 スポーツ振興課

障害者へのスポーツ相談を継続して行っ
た。
市スポーツ協会が「障害者スポーツ教室」
を拡充したことなど、マッチング先が拡大
したことに伴いマッチング者が増えた。

相談件数　557件
スポ―ツ活動を行った人数　270人
継続的にスポ―ツ活動を行った人数　246人

市スポーツ協会が実施するパラスポーツ教
室の拡充に加え、民間事業者や大学が実施
するパラスポーツ教室などマッチング先が
増えたことで、障害のある人の継続したス
ポーツ活動を拡大することができた。

相談件数　2,232件
スポーツを行った人数　907人
継続的にスポーツ活動を行った人数　819人

ちばしパラス
ポーツコン
シェルジュ

障害児が地域のス
ポーツ活動に参加す
るためのつなぎ役と
して、コーディネー
ターが障害の種類・
程度に応じたスポー
ツの照会やサークル
活動へのマッチング
を行います。

保健福祉局 障害者自立支援課

●身体障害者スポーツ大会
13歳以上の身体障害児・者を対象に、ス
ポーツ大会を実施した。

●ゆうあいピック
12歳以上の知的障害児・者を対象に、ス
ポーツ大会を実施した。

●身体障害者スポーツ大会
開催回数　１回
参加人数　100人

●ゆうあいピック
開催回数　1回
参加人数　400人

両大会ともに令和２～３年度大会が新型コ
ロナウイルス感染症の影響により中止と
なった。令和４年度以降は感染症対策を講
じながら毎年１回ずつ開催した。

●身体障害者スポーツ大会
開催回数：延べ3回（R2、3年度は新型コロ
ナウイルスの影響により、中止）

●ゆうあいピック
開催回数：延べ3回（R2、3年度は新型コロ
ナウイルスの影響により、中止）

身体障害者ス
ポーツ大会

身体障碍者のスポー
ツ活動に参加するた
めのつなぎ役とし
て、コーディネー
ターが障害の種類・
程度に追う下スポー
ツの紹介やサークル
活動へのマッチング
を行います。

ゆうあいピッ
ク

知的障碍者のスポー
ツの発展を図るとと
もに、社会の身体障
碍者に対する理解と
認識を深め、身体障
碍者の自立と社会参
加の促進を目的とし
て開催します。

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センタ―運営（R２～R6延
べ件数）
・相談支援
　支援者実数　　 　　4,791人
　延支援件数        　20,832人
・各種研修の実施（主催・共催）14回
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
（R２～R6延べ件数）
　延訪問施設数　 622か所
　延支援者数　　 1,274人
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事
業
　研修会実施回数：延べ４回

【障害福祉サ―ビス課】
●療育センタ―運営事業（延利用者数）
　療育相談所　　　   57,043人
　すぎのこル―ム　   12,139人
　やまびこル―ム　     8,965人
●大宮学園運営事業（延利用者数）
　ひまわりル―ム　    35,760人
　たけのこル―ム　      8,387人
●桜木園運営事業（延利用者数）
　入所　　　　　　 89,484人
　通所　　　　　　 12,355人
●障害児等療育支援事業
実施か所数 計67か所(市内49か所 市外18
か所)) 
　訪問療育　　897件
　外来療育　　701件
　施設支援　　  40件

B

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センター運営
相談支援・発達支援・就労支援員を配置。
・本人・保護者・支援機関からの相談
・保護者・支援者等に対する各種研修
・関係機関への普及啓発　　他
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
巡回相談員が市内保育所（園）・幼稚園・
認定こども園等に訪問し、対象児を観察
後、施設職員や保護者等に対し、個別相談
を行った。
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修
事業
オンラインと会場のハイブリッド形式にて
研修会を実施した。

【障害福祉サービス課】
●療育センター運営事業
●大宮学園運営事業
障害児の早期発見、早期療育の観点から、
心身障害の相談、指導、診断、検査、判定
等を行うとともに、障害に応じた療育訓練
を行った。
●桜木園運営事業
重症心身障害児に、治療と日常生活の指導
などのサービスの提供を行なった。
●障害児等療育支援事業
障害児（者）施設の有する機能を活用し、
地域での生活支援及び療育、相談体制の充
実を図るとともに、各種福祉サービスの提
供、援助調整等を行った。

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センタ―運営
・相談支援
　支援者実数　　 　　898人
　延支援件数        　3,830人
・各種研修の実施（主催・共催）3回
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
　延訪問施設数　 169か所
　延支援者数　　 256人
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業
　研修会実施回数：１回

【障害福祉サ―ビス課】
●療育センタ―運営事業（延利用者数）
　療育相談所　　　   8,823人
　すぎのこル―ム　   1,413人
　やまびこル―ム　      780人
●大宮学園運営事業（延利用者数）
　ひまわりル―ム　     6,390人
　たけのこル―ム　     1,617人
●桜木園運営事業（延利用者数）
　入所　　　　　　 17,317人
　通所　　　　　　   2,691人
●障害児等療育支援事業
実施か所数 計11か所(市内10か所 市外1か所) 
　訪問療育　　102件
　外来療育　　135件
　施設支援　　  26件

B

【障害者自立支援課】
●発達障害者支援センター運営
●発達障害等に関する巡回相談員整備事業
●かかりつけ医等発達障害対応力向上研修
事業
　令和2年度のみ新型コロナウイルス感染
症の影響により中止となったものの、令和
3年度～令和6年度と開催方式を工夫しなが
ら毎年1回の研修会を開催した。

【障害福祉サービス課】
●療育センター運営事業
●大宮学園運営事業
障害児の早期発見、早期療育の観点から、
心身障害の相談、指導、診断、検査、判定
等を行うとともに、障害に応じた療育訓練
を行った。
●桜木園運営事業
重症心身障害児に、治療と日常生活の指導
などのサービスの提供を行なった。
●障害児等療育支援事業
障害児（者）施設の有する機能を活用し、
地域での生活支援及び療育、相談体制の充
実を図るとともに、各種福祉サービスの提
供、援助調整等を行った。

176 10
障害のある子どもへの

支援の充実
1 ー ①

乳幼児期における障害の早期発見・早期
療育のため、療育センター等での検査・
判定機能の充実を図るとともに、関連機
関との連携により、ペアレントトレーニ
ングなどを通じて、障害児の保護者に対

する支援を強化します。

保健福祉局

障害福祉サービス
課

障害者自立支援課

B

BB

B

－ ①

障害児が地域のスポーツ活動に参加する
ためのつなぎ役として、コーディネー
ターが障害の種類・程度に応じたスポー
ツの紹介やサークル活動へのマッチング
を行います。また、本人の自立及び社会
参加を促進するため、スポーツ大会を開
催します。

178 10
障害のある子どもへの
支援の充実

4

－ ①

障害児に対し、療育センターの専門的療
育の充実を図るとともに、児童発達支援
などの各種サービスの実施体制を強化し
ます。

177 10
障害のある子どもへの
支援の充実

3
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値
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③
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①
事業内容

②
事業内容

③
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　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし
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①
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②
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③
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o

基
本
施
策
N
o

基本施策名
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組
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容
№
①

基
本
施
策
の 局 課
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規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

179 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 1 ①

「子ども・若者支援協議会」（代表者会
議・実務者会議・個別ケース検討会議）
を開催し、関係機関等が行う支援を適切
に組み合わせることにより、効果的かつ
円滑な支援を行います。

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
再掲 再掲

子ども・若者
支援協議会

困難を有する子ど
も・若者に対し効果
的かつ円滑な支援を
行うため、必要な情
報交換を行うととも
に、支援内容に関す
る協議を行います。

180 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 1 ②

構成機関を拡充し、必要な情報交換を行
うとともに、支援内容に関する協議を行
い、相談者のニーズに応じたよりきめ細
やかな支援を行います。

こども未来
局

健全育成課
青少年サポートセ

ンター
拡充 資料２に記載 資料２に記載

子ども・若者
支援協議会

再掲（２４６）

181 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ①
支援機関の拡充を図るとともに、相談が
多い就学・就労に関する機関・団体との
連携を強化します。

こども未来
局

健全育成課 B

千葉市子ども・若者支援協議会の所属機関
から、特に日常的に実務に当たる機関を招
集し「不登校・ひきこもりに関する連携会
議」を行い、解決が困難な事案や機関連携
が求められる事案についての共有を行っ
た。

不登校・ひきこもりに関する連携会議開催回数　
6回
共有した事案件数　37件

B

千葉市子ども・若者支援協議会の所属機関
から、特に日常的に実務に当たる機関を招
集し「不登校・ひきこもりに関する連携会
議」を行い、解決が困難な事案や機関連携
が求められる事案についての共有を行っ
た。

不登校・ひきこもりに関する連携会議開催回
数　30回(R２～6)
共有した事案件数　171件(R２～6)

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

様々な悩みを抱える
30歳代までの子ど
も・若者とその家族
の相談に応じる「子
ども・若者総合相談
センター（Link)」を
運営します。

182 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ②
電話相談・来所相談だけでなく、訪問相
談・同行支援など相談者のニーズに応じ
た支援を行います。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

183 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ③
相談者のニーズに対し、スムーズな支援
を行うことができるようにするため、相
談員を増員します。

こども未来
局

健全育成課 拡充 資料２に記載 資料２に記載

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業
(相談員の増
員)

相談者のニーズに対
し、スムーズな支援
を行うことができる
ようにするため、相
談員を増員します。

184 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ④

困難を有する子ども・若者及びその家族
が抱える問題に適切に対応できるように
するため、相談員のスキルアップを図り
ます。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

185 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ⑤

相談者が受けている支援内容をデータ
ベース化するとともに、相談者に対しア
ンケートを実施し、支援体制の改善及び
支援内容の充実を図ります。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

186 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 2 ⑥
電話、来所、訪問相談だけでなく、出張
相談やSNSによる相談も実施します。

こども未来
局

健全育成課 新規 資料２に記載 資料２に記載

子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業
(出張相談、
SNSによる相
談)

様々な悩みを抱える
30歳代までの子ど
も・若者とその家族
の相談に応じる「子
ども・若者総合相談
センター（Link)]に
おいて、電話、来
所、訪問相談だけで
なく出張相談やSNS
による相談も実施し
ます。

11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

1 3
ヤングケアラーへの支援のため、連携支
援体制の構築や認知度向上を図ります。

こども未来
局

こども家庭支援課 新規 資料２に記載 資料２に記載
ヤングケア
ラー支援体制
強化

ヤングケアラーに対
する連携支援体制の
構築や、児童生徒や
関係者の認知度向上
のための周知媒体の
作成、研修を実施し
ます。

187 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2 1 ①

小・中・高校・特別支援学校・中等教育
学校・サポート校や大学に対し、子ど
も・若者総合相談事業の啓発を強化し、
支援が必要になった児童・生徒・学生に
対して早期に対応できるようにします。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

188 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2 1 ②

地域の青少年育成団体や福祉団体等に対
し、子ども・若者総合相談事業の啓発を
強化し、地域と一体となり困難を有する
子ども・若者及びその家族を支援しま
す。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

189 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2 2 ①

関係機関・団体等と連携を図りながら、
課題を抱えている児童生徒、無職少年等
に対し、立ち直りに向けての支援を行い
ます。

こども未来
局

青少年サポートセ
ンター

B
青少年サポートセンター5分室にて青少年
サポート事業を実施した。

サポ―ト事業対象者24名に対し、1,595回
（延べ）の実施

B
青少年サポートセンター5分室にて青少年
サポート事業を実施した。

R2～R6の合計
サポ―ト事業対象者　97名
実施数（延べ）　　8,110回

青少年サポー
ト事業

関係機関・団体等と
連携を図りながら、
課題を抱えている児
童生徒、無職少年に
対し、立ち直りに向
けての支援を行いま
す。
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取組内容に対する評価

評価 実施内容 参考値 評価 計画期間の実施内容 参考値
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①
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②
事業内容

③
事業内容

【評価】
　Ａ：計画以上の成果があった（前倒し実施等）　
　Ｂ：概ね計画どおり実施した　
　Ｃ：計画どおり実施できなかった（遅れ等）
　Ｄ：未実施（休止・中止等）
　　　※一部実施できなかった、実施のために
　　　　準備・検討したを含む。
 　-：評価対象なし
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①
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策
N
o

基本施策名
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№
①

基
本
施
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所管課 新

規
・
拡
充
・
見
直
し

濃い塗りつぶし部分は、

令和４年度に中間見直しを実施した箇所
資料３

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
青少年育成委
員会活動事業

再掲（132）
青少年相談員
活動事業

再掲（133）

保健福祉局 精神保健福祉課 ひきこもり地域支援センターを運営した。 延相談件数2,349件（243日開所） ひきこもり地域支援センターを運営した。 延相談件数12,418件（1,213日開所）

ひきこもり地
域支援セン
ターの設置・
運営

子ども・若者総合相
談センター（Link)を
はじめ、関係機関と
の連携を図り、ひき
こもり状態にある方
やご家族からの相談
に応じ、適切な助言
や家庭訪問などの包
括的な支援を行いま
す。

教育支援セン
ター「ライト
ポート」

「教育支援センター
（ライトポート）」
での少人数での適応
指導活動を通じて、
不登校児童生徒の社
会的自立や学校生活
への復帰を支援しま
す。

家庭訪問相談
員

相談員が自宅等でひ
きこもり状態にある
不登校児童生徒の家
庭訪問をして心のケ
アを図り、社会的自
立や学校生活への復
帰を支援します。

スクールカウ
ンセラー

再掲（210）

スクールソー
シャルワー
カー

再掲（211）
ステップルー
ムティー
チャー

様々な理由で教室に
入ることができず
に、校内教育支援セ
ンター（教室以外の
別室）に登校する児
童生徒に対して、学
習支援や相談支援を
行います。

こども未来
局

健全育成課 再掲 再掲
子ども・若者
総合相談セン
ター運営事業

再掲（247）

保健福祉局 精神保健福祉課
・ひきこもり地域支援センターを運営し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ひきこもり家族セミナーを開催した。

延相談件数2,349件（243日開所）
延参加者数20人（5回開催）

・ひきこもり地域支援センターを運営し
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・ひきこもり家族セミナーを開催した。

延相談件数12,418件（1,213日開所）
延参加者数114人（26回開催）

ひきこもり地
域支援セン
ターの設置・
運営

再掲（251）
ひきこもり家
族セミナ－

家族に、不登校やひ
きこもりの若者がい
る方を対象に、「家
族の対応を考える」
をテーマにして、参
加者が悩んでいるこ
とを話し、助言を受
けるセミナーを実施
します。

192 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2 3 ③

複合的な課題を抱える生活困窮家庭等の
子どもの生活習慣や生活環境の改善、学
習や進学相談等の支援、関係機関との連
携など包括的な支援を行う子どもナビ
ゲーターを配置します。

こども未来
局

こども家庭支援課 拡充 資料２に記載 資料２に記載
子どもナビ
ゲーター事業

複合的な課題を抱え
る生活困窮家庭等の
子どもの生活習慣や
生活環境の改善、学
習や進学相談等の支
援、関係機関との連
携など包括的な支援
を行う子どもナビ
ゲーターを配置しま
す。

教育委員会
教育センター
教育支援課

・ステップルームティーチャー
　様々な要因で教室に入ることができず、
教室以外の別室に登校する児童に対して、

専任の支援員（ステップルームティ
チャー）を配置し、毎日継続して個別の学
習支援やきめ細やかな相談支援を行った。

・教育支援センター「ライトポート」
　各ライトポート（全６所）に、小学部２
名、中学部４名、チーフ指導員１名の計７
名の指導員を配置している。不登校児童生
徒の社会的自立や学校生活への復帰を目指

し、支援を行った。
・家庭訪問相談員派遣

　家庭に引きこもりがちな児童生徒への対
応として10名の相談員を派遣した。様々な
不登校の状況に応じて、相談や学習支援、
ゲームで遊ぶ等の支援を行った。また、重
篤化、長期化する不登校児童生徒や保護者
への支援として、家庭訪問カウンセラーを
４名から9名に増員し、継続的なカウンセ

リングを行った。

ステップルームティチャーを小学校７校、中学
校３校配置した。

「欠席が減った、教室復帰が増えた」等改善が
見られた割合：90.4％

教育支援センタ―「ライトポ―ト」入級者数：
412名

家庭訪問相談員派遣件数：43件
家庭訪問相談員派遣回数：750回

家庭訪問カウンセラー派遣件数：78件
家庭訪問カウンセラー派遣回数：1,319件

・ステップルームティーチャー
　様々な要因で教室に入ることができず、
教室以外の別室に登校する児童に対して、
専任の支援員を配置したことにより、毎日
継続して指導・支援することが可能にな

り、個別の学習支援やきめ細やかな相談支
援を行うことができた。また、児童生徒だ
けでなく、保護者の相談を受けることもで

きた。

・教育支援センター「ライトポート」
　小学生専用教室の設置や指導員の増員を
行うなど、増加する不登校児童生徒の支援
体制の整備を進めた。多くの不登校児童生

徒が安心して通える居場所となった。
・家庭訪問相談員派遣

　家庭訪問相談員に加え、家庭訪問カウン
セラーを配置するなど、児童生徒やその保
護者へ専門的な支援を行い、心理的安定に

繋げた。

ステップルルームティーチャー配置R5小2
校、中2校、R６小７校、中３校。

「欠席が減った、教室復帰が増えた」等改善
が見られた割合：90.4％（R6調査）

教育支援センタ―「ライトポ―ト」入級者数　
　R2：128名→R６：412名

家庭訪問相談派遣件数
　R2：66件→R6：121件

家庭訪問相談派遣回数
　R２：1,329回→R6：2,069回

B

B B

B191 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2 3 ②

ニート・ひきこもり・不登校にある子ど
も・若者を支える家族に対し、本人との
関わり方に関する助言・アドバイスを行
うなど、支援機関と連携して支援を行い
ます。

3 ①

ニート・ひきこもり・不登校にある子ど
も・若者に対し社会的自立を促すため、
地域の青少年育成団体、福祉機関等の関
係機関が支援を行います。

190 11
社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ど
も・若者に関する支援

2

26


